
青
森
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
財
務
規
則

（
平
成
二
十
年
三
月
二
十
七
日
青
森
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
規
則
第
四
号
）

改
正

平
成
二
〇
年
五
月
二
九
日
規
則
第
九
号

平
成
二
一
年
三
月
二
四
日
規
則
第
四
号

平
成
二
二
年
三
月
二
六
日
規
則
第
二
号

平
成
二
二
年
四
月

九
日
規
則
第
八
号

平
成
二
三
年
三
月
一
八
日
規
則
第
二
号

平
成
二
五
年
四
月

五
日
規
則
第
二
号

平
成
二
六
年
三
月
一
八
日
規
則
第
三
号

平
成
二
八
年
三
月
一
六
日
規
則
第
一
号

平
成
二
九
年
三
月
二
八
日
規
則
第
五
号

令
和

二
年
三
月
三
〇
日
規
則
第
二
号

青
森
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
財
務
規
則
（
平
成
十
九
年
青
森
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
規
則
第
二
十
号
）
の
全
部
を
改
正
す
る
。

目
次第

一
章

総
則
（
第
一
条
・
第
二
条
）

第
二
章

出
納
機
関

第
一
節

設
置
及
び
任
命
（
第
三
条
・
第
四
条
）

第
二
節

引
継
ぎ
（
第
五
条
・
第
六
条
）

第
三
章

予
算



第
一
節

予
算
の
編
成
（
第
七
条―

第
九
条
）

第
二
節

予
算
の
執
行
（
第
十
条―

第
十
三
条
）

第
四
章

収
入

第
一
節

調
定
等
（
第
十
四
条―

第
二
十
三
条
）

第
二
節 
収
入
更
正
等
（
第
二
十
四
条
・
第
二
十
五
条
）

第
三
節 

延
滞
金
及
び
不
納
欠
損
処
分
（
第
二
十
六
条
・
第
二
十
七
条
）

第
五
章

支
出

第
一
節

総
則
（
第
二
十
八
条―

第
三
十
五
条
）

第
二
節

支
出
命
令
（
第
三
十
六
条―

第
三
十
九
条
）

第
三
節

支
出
の
特
例
（
第
四
十
条―

第
四
十
六
条
）

第
四
節 

支
払
（
第
四
十
七
条―
第
五
十
七
条
）

第
五
節 

支
出
更
正
、
返
納
等
（
第
五
十
八
条
・
第
五
十
九
条
）

第
六
節 

支
払
の
再
請
求
等
（
第
六
十
条
）

第
六
章 

契
約

第
一
節 

一
般
競
争
契
約
（
第
六
十
一
条―

第
七
十
六
条
）

第
二
節 

指
名
競
争
契
約
（
第
七
十
七
条―

第
七
十
九
条
）

第
三
節 

随
意
契
約
（
第
八
十
条―

第
八
十
五
条
）

第
四
節 

契
約
の
締
結
（
第
八
十
六
条―

第
九
十
条
）

第
五
節 

契
約
の
履
行
（
第
九
十
一
条―

第
九
十
六
条
）

第
七
章 

現
金
及
び
有
価
証
券

第
一
節

現
金
（
第
九
十
七
条―

第
百
三
条
）

第
二
節

歳
計
現
金
（
第
百
四
条―

第
百
七
条
）



第
三
節 

歳
入
歳
出
外
現
金
等
（
第
百
八
条
・
第
百
九
条
）

第
八
章 

指
定
金
融
機
関
等
（
第
百
十
条―

第
百
十
四
条
）

第
九
章 

物
品

第
一
節

総
則
（
第
百
十
五
条―

第
百
二
十
条
）

第
二
節

物
品
の
取
得
、
管
理
及
び
処
分
（
第
百
二
十
一
条―

第
百
二
十
五
条
）

第
三
節 

雑
則
（
第
百
二
十
六
条
）

第
十
章 

債
権

第
一
節

総
則
（
第
百
二
十
七
条―

第
百
三
十
一
条
）

第
二
節

保
全
及
び
取
立
て
（
第
百
三
十
二
条―

第
百
三
十
九
条
）

第
三
節

徴
収
停
止
、
履
行
期
限
の
延
長
及
び
免
除
（
第
百
四
十
条―

第
百
四
十
五
条
）

第
十
一
章

証
拠
書
類
等
（
第
百
四
十
六
条―

第
百
五
十
一
条
）

第
十
二
章

雑
則
（
第
百
五
十
二
条
・
第
百
五
十
三
条
）

附
則

第
一
章

総
則

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
法
令
又
は
条
例
そ
の
他
別
に
定
め
が
あ
る
も
の
を
除
く
ほ
か
、
広
域
連
合
の
財
務
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と

す
る
。

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
規
則
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

法

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
を
い
う
。

二

政
令

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
を
い
う
。

三

施
行
規
則

地
方
自
治
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
二
年
内
務
省
令
第
二
十
九
号
）
を
い
う
。



四

予
算
執
行
者

広
域
連
合
長
又
は
青
森
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
長
の
職
務
を
代
理
す
る
職
員
を
定
め
る
規
則
（
平
成
十
九
年
青
森

県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
規
則
第
三
号
）
若
し
く
は
青
森
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
事
務
専
決
代
決
規
程
（
平
成
十
九
年
青
森
県

後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
規
程
第
一
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
予
算
執
行
に
関
す
る
事
務
を
専
決
す
る
者
を
い
う
。

五

指
定
金
融
機
関
等

指
定
金
融
機
関
又
は
収
納
代
理
金
融
機
関
を
い
う
。

第
二
章

出
納
機
関

第
一
節

設
置
及
び
任
命

（
会
計
管
理
者
の
職
務
）

第
三
条 

会
計
管
理
者
に
事
故
が
あ
る
と
き
、
又
は
欠
け
た
と
き
は
、
総
務
課
長
が
そ
の
職
務
を
代
理
す
る
。

２

会
計
管
理
者
及
び
総
務
課
長
共
に
事
故
が
あ
る
と
き
、
又
は
欠
け
た
と
き
は
、
出
納
員
が
そ
の
職
務
を
代
理
す
る
。

（
出
納
員
の
設
置
）

第
四
条 

会
計
管
理
者
の
事
務
を
補
助
さ
せ
る
た
め
、
出
納
員
を
置
く
。

第
二
節

引
継
ぎ

（
事
務
引
継
）

第
五
条 

会
計
管
理
者
及
び
出
納
員
に
異
動
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
前
任
者
は
異
動
の
発
令
の
日
を
も
っ
て
引
き
継
ぐ
べ
き
帳
簿
等
を
整
理

の
上
、
事
務
引
継
書
（
第
一
号
様
式
）
を
二
通
作
成
し
、
現
物
と
照
合
の
上
、
七
日
以
内
に
後
任
者
に
事
務
を
引
き
継
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
事
故
等
の
場
合
の
引
継
ぎ
）

第
六
条 

会
計
管
理
者
及
び
出
納
員
が
死
亡
、
疾
病
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
事
務
引
継
ぎ
が
で
き
な
い
と
き
は
、
広
域
連
合
長
は
、
他

の
職
員
に
命
じ
て
引
継
ぎ
の
手
続
を
さ
せ
、
又
は
自
ら
引
継
ぎ
の
手
続
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
章 

予
算

第
一
節

予
算
の
編
成

（
予
算
要
求
書
等
の
作
成
及
び
提
出
）

第
七
条 

各
課
長
は
、
そ
の
課
に
係
る
予
算
に
つ
い
て
、
歳
入
予
算
要
求
額
明
細
書
（
第
二
号
様
式
）
及
び
歳
出
予
算
要
求
額
明
細
書
（
第
三
号
様



式
）
そ
の
他
予
算
の
見
積
り
の
内
容
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
必
要
な
書
類
（
以
下
「
予
算
要
求
書
等
」
と
い
う
。
）
を
作
成
し
、
総
務
課
長

を
経
て
事
務
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
補
正
予
算
要
求
書
等
の
作
成
及
び
提
出
）

第
八
条 
前
条
の
規
定
は
、
補
正
予
算
の
要
求
書
等
の
作
成
及
び
提
出
に
つ
い
て
こ
れ
を
準
用
す
る
。

（
歳
入
歳
出
予
算
の
款
項
の
区
分
及
び
目
節
の
区
分
）

第
九
条 

歳
入
歳
出
予
算
の
款
項
の
区
分
並
び
に
目
及
び
歳
入
予
算
に
係
る
節
の
区
分
は
、
毎
年
度
歳
入
歳
出
予
算
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

２

歳
出
予
算
に
係
る
節
の
区
分
は
、
施
行
規
則
別
記
に
規
定
す
る
歳
出
予
算
に
係
る
節
の
区
分
に
よ
る
。

第
二
節

予
算
の
執
行

（
予
算
の
執
行
）

第
十
条 

予
算
を
執
行
す
る
場
合
に
は
、
予
算
執
行
の
理
由
、
執
行
す
べ
き
金
額
及
び
予
算
並
び
に
歳
出
予
算
の
経
理
状
況
を
明
ら
か
に
し
た
書
面

に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
予
算
執
行
の
停
止
）

第
十
一
条

広
域
連
合
長
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
歳
出
予
算
の
全
部
又
は
一
部
の
執
行
の
停
止
を
命
ず
る
こ
と
が
あ
る
。

一

当
該
歳
出
予
算
に
充
て
る
特
定
財
源
に
つ
い
て
、
そ
の
収
入
の
見
込
み
が
な
く
な
っ
た
と
き
、
又
は
著
し
く
減
収
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に

な
っ
た
と
き
。

二

そ
の
他
必
要
と
認
め
る
と
き
。

（
予
算
の
流
用
）

第
十
二
条

予
算
の
流
用
を
必
要
と
す
る
と
き
は
、
予
算
流
用
票
（
第
四
号
様
式
）
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
予
備
費
の
充
用
）

第
十
三
条

予
備
費
を
使
用
す
る
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
予
備
費
充
用
票
（
第
五
号
様
式
）
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
章

収
入

第
一
節

調
定
等



（
調
定
）

第
十
四
条

予
算
執
行
者
は
、
歳
入
科
目
及
び
納
人
ご
と
に
調
定
票
（
第
六
号
様
式
）
に
よ
り
調
定
を
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
歳
入
科
目
が

同
一
で
あ
っ
て
、
同
時
に
二
人
以
上
か
ら
徴
収
す
る
と
き
は
、
一
括
し
て
調
定
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
調
定
票
に

内
訳
書
を
添
え
る
も
の
と
す
る
。

（
調
定
期
限
）

第
十
五
条

調
定
は
、
納
期
の
定
め
が
あ
る
収
入
に
あ
っ
て
は
当
該
納
期
の
十
五
日
前
ま
で
に
、
随
時
の
収
入
に
あ
っ
て
は
そ
の
原
因
の
発
生
の
都

度
直
ち
に
行
う
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
給
与
又
は
賃
金
か
ら
控
除
す
る
収
入
に
係
る
調
定
は
、
当
該
給
与
又
は
賃
金
の
支
給
額
を
決
定
す
る
と
き
に
行

う
こ
と
が
で
き
る
。

（
分
納
金
の
調
定
）

第
十
六
条

予
算
執
行
者
は
収
入
金
を
分
割
し
て
納
付
さ
せ
る
場
合
は
、
当
該
分
割
し
た
納
期
の
到
来
す
る
ご
と
に
、
当
該
納
期
に
係
る
金
額
に
つ

い
て
調
定
す
る
も
の
と
す
る
。

２

第
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
既
に
調
定
し
た
収
入
金
に
つ
い
て
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
分
割
納
付
さ
せ
る
場
合
は
、
当
該
調
定
済
の
金
額
（
収
入

済
額
を
除
く
。
）
を
全
額
減
額
調
定
の
上
、
そ
の
手
続
を
す
る
も
の
と
す
る
。

（
戻
入
金
の
調
定
）

第
十
七
条

予
算
執
行
者
は
、
戻
入
金
で
出
納
閉
鎖
期
日
ま
で
に
返
納
さ
れ
な
い
も
の
が
あ
る
と
き
は
、
直
ち
に
現
年
度
の
歳
入
と
し
て
調
定
す
る

も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
既
に
発
行
し
て
あ
る
返
納
通
知
書
は
、
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
納
入
通
知
書
と
み
な
す
。

（
調
定
額
の
変
更
等
）

第
十
八
条

予
算
執
行
者
は
、
調
定
し
た
後
に
お
い
て
、
当
該
調
定
額
を
増
額
又
は
減
額
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
き
は
、
追
加
又
は
減
額
の
調
定

を
す
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
調
定
額
の
追
加
又
は
減
額
を
し
た
と
き
は
、
書
面
に
よ
り
納
人
に
そ
の
旨
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

（
納
入
の
通
知
）



第
十
九
条

政
令
第
百
五
十
四
条
第
三
項
の
納
入
通
知
書
は
、
第
七
号
様
式
に
よ
る
。

２

予
算
執
行
者
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
口
頭
、
掲
示
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
納
入
の
通
知
を
す
る
こ
と
が
あ
る
。

一

行
政
文
書
の
開
示
請
求
に
係
る
当
該
行
政
文
書
の
写
し
等
の
作
成
及
び
送
付
に
要
す
る
費
用

二

保
有
個
人
情
報
の
開
示
請
求
に
係
る
当
該
保
有
個
人
情
報
が
記
録
さ
れ
て
い
る
行
政
文
書
の
写
し
等
の
作
成
及
び
送
付
に
要
す
る
費
用

三

前
各
号
の
ほ
か
広
域
連
合
長
が
特
に
指
定
し
た
も
の

３

前
項
に
規
定
す
る
方
法
で
納
入
通
知
を
す
る
と
き
は
、
所
属
年
度
、
歳
入
科
目
、
納
入
す
べ
き
金
額
、
納
期
限
、
納
入
場
所
及
び
納
入
の
請
求

の
理
由
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
と
す
る
。

（
納
入
期
限
）

第
二
十
条

予
算
執
行
者
は
、
納
期
の
定
め
が
な
い
収
入
に
つ
い
て
、
納
入
の
通
知
を
す
る
場
合
は
、
調
定
の
日
か
ら
十
五
日
以
内
に
お
い
て
、
適

宜
、
納
入
期
限
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
納
入
通
知
書
の
再
発
行
）

第
二
十
一
条

予
算
執
行
者
は
、
納
人
か
ら
納
入
通
知
書
を
亡
失
し
、
若
し
く
は
著
し
く
汚
損
し
た
旨
の
申
出
が
あ
っ
た
と
き
、
又
は
納
入
通
知
書

が
相
当
期
間
内
に
納
人
に
到
着
し
な
い
こ
と
が
判
明
し
た
と
き
は
、
直
ち
に
再
発
行
の
手
続
を
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
再

発
行
す
る
納
入
通
知
書
の
余
白
に
「
年
月
日
再
発
行
」
と
明
示
す
る
も
の
と
す
る
。

（
納
入
通
知
書
の
首
標
金
額
の
訂
正
禁
止
）

第
二
十
二
条

納
入
通
知
書
の
首
標
金
額
は
、
訂
正
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
収
入
の
通
知
）

第
二
十
三
条

予
算
執
行
者
は
、
調
定
を
し
た
と
き
は
、
直
ち
に
調
定
票
に
よ
り
会
計
管
理
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

第
二
節 

収
入
更
正
等

（
収
入
更
正
の
処
理
）

第
二
十
四
条

予
算
執
行
者
は
、
収
入
に
つ
き
、
そ
の
歳
入
科
目
、
会
計
年
度
等
に
誤
り
が
あ
っ
た
と
き
は
、
収
入
更
正
票
（
第
八
号
様
式
）
に
よ

り
更
正
す
る
も
の
と
す
る
。



２

予
算
執
行
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
更
正
を
し
た
と
き
は
、
収
入
更
正
票
に
よ
り
会
計
管
理
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

会
計
管
理
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
指
定
金
融
機
関
に
通
知
の
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
直
ち
に
通
知
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
歳
入
戻
出
）

第
二
十
五
条 
予
算
執
行
者
は
、
歳
入
金
に
つ
い
て
過
納
又
は
誤
納
が
あ
っ
た
と
き
は
、
歳
入
戻
出
票
（
第
九
号
様
式
）
に
よ
り
還
付
の
手
続
を
と

ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
節 
延
滞
金
及
び
不
納
欠
損
処
分

（
延
滞
金
）

第
二
十
六
条 

予
算
執
行
者
は
、
延
滞
金
の
収
納
が
あ
っ
た
場
合
は
、
そ
の
金
額
を
調
定
す
る
も
の
と
す
る
。

２

収
入
金
を
、
そ
の
納
期
限
を
経
過
し
て
納
付
し
た
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
に
係
る
延
滞
金
の
全
部
又
は
一
部
を
納
付
し
な
い
と
き
は
、
そ
の
金

額
を
調
定
す
る
も
の
と
す
る
。

（
不
納
欠
損
処
分
）

第
二
十
七
条 

予
算
執
行
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
に
つ
い
て
不
納
欠
損
処
分
を
す
る
も
の
と
す
る
。

一

法
第
九
十
六
条
第
一
項
第
十
号
の
規
定
に
よ
り
権
利
の
放
棄
に
つ
い
て
議
会
の
議
決
が
あ
っ
た
収
入
金
に
係
る
債
権

二

政
令
第
百
七
十
一
条
の
七
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
免
除
し
た
収
入
金
に
係
る
債
権

三

消
滅
時
効
が
完
成
し
た
収
入
金
に
係
る
債
権

四

債
務
者
で
あ
る
法
人
の
清
算
が
結
了
し
た
場
合
の
当
該
債
務
者
に
係
る
債
権
（
当
該
法
人
の
債
務
に
つ
き
弁
済
の
責
め
に
任
ず
べ
き
他
の

者
に
対
す
る
債
権
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
債
権
が
、
法
人
の
清
算
が
結
了
し
た
者
に
係
る
債
権
で
な
く
、
か
つ
、
第
一
号
か
ら
前
号

ま
で
及
び
次
号
に
該
当
し
な
い
債
権
で
あ
る
と
き
を
除
く
。
）

五

破
産
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
七
十
五
号
）
第
二
百
五
十
三
条
第
一
項
、
会
社
更
生
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
四
号
）
第
二
百
四

条
第
一
項
そ
の
他
の
法
令
の
規
定
に
よ
り
債
務
者
が
そ
の
責
任
を
免
れ
た
債
権

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
、
収
入
金
の
不
納
欠
損
処
分
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
不
納
欠
損
票
（
第
十
号
様
式
）
を
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。



３

予
算
執
行
者
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
不
納
欠
損
処
分
を
し
た
と
き
は
、
不
納
欠
損
票
に
よ
り
会
計
管
理
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
章

支
出

第
一
節

総
則

（
支
出
負
担
行
為
の
整
理
区
分
）

第
二
十
八
条 
支
出
負
担
行
為
と
し
て
整
理
す
る
時
期
、
支
出
負
担
行
為
の
範
囲
、
支
出
負
担
行
為
に
必
要
な
書
類
は
、
別
表
第
一
に
定
め
る
区
分

に
よ
る
。

（
支
出
負
担
行
為
）

第
二
十
九
条 

予
算
執
行
者
は
、
支
出
負
担
行
為
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
支
出
負
担
行
為
の
内
容
を
明
ら
か
に
し
た
書
類
を
添
え
て
、
支
出
負

担
行
為
票
（
第
十
一
号
様
式
）
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
支
出
負
担
行
為
票
は
、
支
出
負
担
行
為
と
し
て
整
理
す
る
時
期
が
支
出
決
定
の
と
き
と
な
っ
て
い
る
経
費
に
つ
い
て
は
、
支
出
負
担
行

為
兼
支
出
命
令
票
（
第
十
二
号
様
式
）
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
支
出
負
担
行
為
の
変
更
等
）

第
三
十
条

予
算
執
行
者
は
、
支
出
負
担
行
為
を
変
更
し
、
又
は
取
り
消
す
場
合
は
、
前
二
条
の
規
定
に
準
じ
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
支
払
）

第
三
十
一
条 

支
払
は
、
債
権
者
の
請
求
書
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
も
の
の
支
払
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

職
員
の
給
与
及
び
職
員
手
当
等

二

賃
金

三

負
担
金
及
び
交
付
金

四

歳
入
還
付
金
及
び
歳
入
戻
出
金

五

報
償
金
、
賞
賜
金
、
謝
礼
金
、
見
舞
金
及
び
香
典
並
び
に
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の

六

そ
の
他
債
権
の
性
質
上
、
請
求
書
を
徴
し
難
い
も
の
及
び
請
求
書
を
徴
す
る
必
要
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
も
の

（
旅
費
の
請
求
）



第
三
十
二
条

旅
費
の
請
求
は
、
旅
費
請
求
（
精
算
）
書
（
第
十
三
号
様
式
）
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
赴
任
旅
費
の
請
求
）

第
三
十
三
条

赴
任
旅
費
を
請
求
す
る
場
合
は
、
赴
任
旅
費
請
求
（
精
算
）
書
（
第
十
四
号
様
式
）
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
請
求
及
び
領
収
の
委
任
）

第
三
十
四
条 
債
権
者
は
、
代
理
人
に
よ
り
請
求
し
、
領
収
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
委
任
状
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
債
権
の
譲
渡
又
は
承
継
）

第
三
十
五
条 

債
権
を
譲
り
受
け
、
又
は
承
継
し
た
者
は
、
そ
の
債
権
に
つ
い
て
請
求
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
請
求
書
に
譲
受
け
又
は
承
継
関
係

を
証
明
す
る
書
類
を
添
付
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
節

支
出
命
令

（
支
出
命
令
）

第
三
十
六
条 

予
算
執
行
者
は
、
支
出
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
請
求
書
等
に
よ
り
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
調
査
し
、
適
当
と
認
め
た
と
き

は
、
会
計
管
理
者
に
対
し
、
支
出
命
令
票
（
第
十
五
号
様
式
）
に
よ
り
支
出
命
令
を
発
す
る
も
の
と
す
る
。

一

法
令
、
条
例
、
契
約
等
に
違
反
し
て
い
な
い
か
。

二

予
算
目
的
に
違
反
し
て
い
な
い
か
。

三

債
務
が
確
定
し
て
い
る
か
。

四

所
属
年
度
、
会
計
の
区
分
、
予
算
科
目
、
金
額
又
は
債
権
者
に
誤
り
が
な
い
か
。

五

関
係
書
類
が
完
備
し
て
い
る
か
。

六

そ
の
他
必
要
と
認
め
る
事
項

（
振
替
命
令
）

第
三
十
七
条 

予
算
執
行
者
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
は
、
会
計
管
理
者
に
対
し
、
振
替
伝
票
（
第
十
六
号
様
式
）
に
よ
り
振
替
命
令
を
発
す
る
も
の

と
す
る
。

一

歳
入
歳
出
相
互
間
の
振
替
を
す
る
と
き
。



二

会
計
相
互
間
の
資
金
を
繰
入
れ
又
は
繰
出
し
す
る
と
き
。

三

繰
上
充
用
金
を
充
用
す
る
と
き
。

四

歳
入
歳
出
外
現
金
を
歳
入
に
繰
入
れ
す
る
と
き
。

五

繰
越
金
を
歳
入
に
繰
入
れ
す
る
と
き
。

六

歳
出
か
ら
基
金
に
振
替
す
る
と
き
。

七

基
金
か
ら
歳
入
に
繰
入
れ
す
る
と
き
。

八

歳
計
剰
余
金
を
基
金
に
編
入
す
る
と
き
。

（
支
出
命
令
票
の
送
付
）

第
三
十
八
条 

予
算
執
行
者
は
、
支
出
又
は
振
替
等
を
し
よ
う
と
す
る
日
の
三
日
前
ま
で
に
支
出
命
令
票
を
会
計
管
理
者
に
送
付
す
る
も
の
と
す
る
。

た
だ
し
、
特
別
な
理
由
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
支
出
命
令
の
確
認
）

第
三
十
九
条 

法
第
二
百
三
十
二
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
は
、
第
三
十
六
条
各
号
に
規
定
す
る
事
項
に
つ
き
、
契
約
書
、
登
記
済
証
、

決
議
書
、
人
事
に
関
す
る
発
令
通
知
書
、
旅
行
命
令
簿
、
出
勤
簿
、
請
求
書
、
検
査
調
書
そ
の
他
必
要
と
認
め
る
資
料
に
基
づ
き
こ
れ
を
行
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
節

支
出
の
特
例

（
資
金
の
前
渡
の
で
き
る
範
囲
）

第
四
十
条

政
令
第
百
六
十
一
条
第
一
項
第
十
七
号
の
規
定
に
基
づ
く
資
金
前
渡
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
経
費
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一

賃
金

二

交
際
費
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
経
費

三

協
議
会
等
の
負
担
金
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
経
費

四

次
に
掲
げ
る
物
品
の
購
入
に
要
す
る
経
費

イ

収
入
印
紙
、
郵
便
切
手
等



ロ

そ
の
他
現
金
で
即
時
支
払
し
な
け
れ
ば
購
入
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
物
品

五

駐
車
料
金
、
有
料
道
路
通
行
料
金
及
び
タ
ク
シ
ー
借
上
料
金

（
前
渡
資
金
取
扱
者
の
承
認
）

第
四
十
一
条 

資
金
の
前
渡
を
必
要
と
す
る
と
き
は
、
資
金
前
渡
の
取
扱
者
（
以
下
「
前
渡
資
金
取
扱
者
」
と
い
う
。
）
の
職
、
氏
名
、
そ
の
額
及

び
理
由
を
付
し
て
事
務
局
長
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
資
金
の
前
渡
）

第
四
十
二
条 

定
期
に
前
渡
を
必
要
と
す
る
資
金
は
、
一
月
の
所
要
額
を
限
度
と
し
て
前
渡
す
る
。

（
前
渡
資
金
の
精
算
）

第
四
十
三
条 

前
渡
資
金
取
扱
者
は
、
支
払
完
了
後
速
や
か
に
精
算
票
（
第
十
七
号
様
式
）
に
よ
り
精
算
手
続
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
概
算
払
の
で
き
る
範
囲
）

第
四
十
四
条 

政
令
第
百
六
十
二
条
第
六
号
の
規
定
に
基
づ
く
概
算
払
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
経
費
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一

委
託
料

二

そ
の
他
広
域
連
合
長
が
認
め
る
も
の

（
概
算
払
の
精
算
）

第
四
十
五
条 

概
算
払
を
受
け
た
者
は
、
そ
の
事
務
の
完
了
後
直
ち
に
精
算
手
続
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
概
算
払
の
精
算
の
確
認
）

第
四
十
六
条 

会
計
管
理
者
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
精
算
手
続
を
し
た
も
の
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
節 

支
払

（
小
切
手
払
）

第
四
十
七
条 

会
計
管
理
者
は
、
債
権
者
に
支
払
を
す
る
た
め
小
切
手
を
振
り
出
す
と
き
は
、
当
該
債
権
者
か
ら
領
収
証
書
を
徴
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

（
小
切
手
振
出
済
通
知
書
の
送
付
）



第
四
十
八
条 

会
計
管
理
者
は
、
小
切
手
を
振
り
出
し
た
と
き
は
、
指
定
金
融
機
関
に
対
し
て
小
切
手
振
出
済
通
知
書
を
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
公
金
振
替
書
の
送
付
）

第
四
十
九
条

会
計
管
理
者
は
、
第
三
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
振
替
命
令
が
あ
っ
た
と
き
は
、
公
金
振
替
書
（
第
十
八
号
様
式
）
を
作
成
し
、
指
定

金
融
機
関
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
隔
地
払
）

第
五
十
条

会
計
管
理
者
は
、
隔
地
の
債
権
者
に
支
払
を
す
る
と
き
は
、
支
払
指
示
書
（
第
十
八
号
様
式
）
を
作
成
し
、
指
定
金
融
機
関
に
送
付
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

会
計
管
理
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
金
融
機
関
に
支
払
指
示
書
を
送
付
し
た
と
き
は
、
債
権
者
に
支
払
通
知
書
（
第
十
九
号
様
式
）
に

よ
り
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
口
座
振
替
払
）

第
五
十
一
条 

政
令
第
百
六
十
五
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
広
域
連
合
長
が
定
め
る
金
融
機
関
は
、
指
定
金
融
機
関
と
為
替
取
引
契
約
又
は
口
座
振
替

契
約
を
締
結
し
て
い
る
金
融
機
関
と
す
る
。

２

会
計
管
理
者
は
、
口
座
振
替
払
を
す
る
と
き
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
り
指
定
金
融
機
関
に
通
知
し
、
支
払
指
示
書
を
送
付
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

口
座
振
替
依
頼
書
（
第
二
十
号
様
式
）
を
送
付
す
る
方
法

二

デ
ー
タ
伝
送
処
理
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
振
込
デ
ー
タ
を
送
信
す
る
方
法

３

口
座
振
替
の
方
法
に
よ
る
支
払
を
希
望
す
る
債
権
者
は
、
出
納
機
関
に
債
権
者
登
録
申
請
書
（
第
二
十
一
号
様
式
）
を
提
出
し
、
登
録
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
現
金
払
）

第
五
十
二
条 

会
計
管
理
者
は
、
債
権
者
か
ら
の
申
出
に
よ
り
指
定
金
融
機
関
を
し
て
当
該
債
権
者
に
現
金
で
支
払
を
さ
せ
る
と
き
は
、
支
払
指
示

書
を
作
成
し
、
指
定
金
融
機
関
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



２

会
計
管
理
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
支
払
指
示
書
を
指
定
金
融
機
関
に
送
付
し
た
と
き
は
、
支
払
通
知
書
を
債
権
者
に
交
付
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

（
隔
地
払
等
の
領
収
証
書
の
特
例
）

第
五
十
三
条 

隔
地
払
で
指
定
金
融
機
関
を
支
払
場
所
と
し
な
い
も
の
及
び
口
座
振
替
の
方
法
に
よ
る
支
払
に
つ
い
て
は
、
支
払
済
通
知
書
（
第
十

八
号
様
式
）
を
も
っ
て
領
収
証
書
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
小
切
手
の
振
出
し
等
の
方
法
）

第
五
十
四
条 

会
計
管
理
者
は
、
小
切
手
を
振
り
出
す
と
き
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

小
切
手
帳
は
、
会
計
別
に
別
冊
に
し
て
使
用
す
る
こ
と
。

二

書
き
損
じ
た
小
切
手
は
、
当
該
小
切
手
表
面
に
斜
線
を
朱
書
し
た
上
「
廃
棄
」
と
記
載
し
、
そ
の
ま
ま
小
切
手
帳
に
残
し
て
お
く
こ
と
。

２

小
切
手
帳
は
、
職
印
を
納
め
た
容
器
と
は
別
の
容
器
に
納
め
、
厳
重
に
保
管
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
小
切
手
及
び
支
払
通
知
書
の
再
発
行
）

第
五
十
五
条 

債
権
者
は
、
小
切
手
又
は
支
払
通
知
書
の
汚
損
等
に
よ
り
、
支
払
を
受
け
ら
れ
な
い
と
き
は
、
会
計
管
理
者
に
対
し
、
小
切
手
（
支

払
通
知
書
）
再
発
行
願
（
第
二
十
二
号
様
式
）
に
当
該
小
切
手
又
は
支
払
通
知
書
を
添
え
て
、
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

債
権
者
は
、
支
払
通
知
書
を
亡
失
し
た
と
き
は
、
小
切
手
（
支
払
通
知
書
）
再
発
行
願
に
指
定
金
融
機
関
の
未
払
証
明
を
受
け
て
会
計
管
理
者

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

会
計
管
理
者
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
願
い
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
小
切
手
又
は
支
払
通
知
書
を
作
成
し
、
表
面
余
白
に
「
再
発
行
」
の
印

を
押
し
て
、
こ
れ
を
債
権
者
に
交
付
し
、
そ
の
旨
を
指
定
金
融
機
関
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

会
計
管
理
者
は
、
支
払
通
知
書
を
発
し
た
も
の
で
債
権
者
に
未
着
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
指
定
金
融
機
関
の
未
払
証
明
を
受
け
て
再
発
行
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

５

会
計
管
理
者
は
、
債
権
者
に
お
い
て
小
切
手
を
喪
失
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
直
ち
に
そ
の
旨
を
指
定
金
融
機
関
に
通
知
し
、
当
該

小
切
手
に
係
る
支
払
停
止
の
措
置
を
と
ら
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
小
切
手
帳
の
交
付
）



第
五
十
六
条 

会
計
管
理
者
は
、
指
定
金
融
機
関
か
ら
必
要
な
小
切
手
帳
の
交
付
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
小
切
手
等
の
訂
正
等
）

第
五
十
七
条 

会
計
管
理
者
は
、
小
切
手
を
振
り
出
し
た
後
に
お
い
て
そ
の
記
載
事
項
に
誤
り
が
あ
る
こ
と
を
発
見
し
た
場
合
又
は
公
金
振
替
書
若

し
く
は
支
払
指
示
書
を
指
定
金
融
機
関
に
送
付
し
た
後
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
記
載
事
項
に
誤
り
が
あ
る
こ
と
を
発
見
し
た
場
合
若
し
く
は
債
権

者
か
ら
支
払
指
示
書
の
記
載
内
容
に
係
る
変
更
請
求
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
こ
れ
を
適
当
と
認
め
た
と
き
は
、
誤
り
の
訂
正
又
は
変
更
の
手

続
を
し
た
上
、
当
該
訂
正
し
、
又
は
変
更
し
た
内
容
を
小
切
手
訂
正
（
支
払
指
示
等
変
更
）
通
知
書
（
第
二
十
三
号
様
式
）
に
よ
り
指
定
金
融

機
関
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
節 

支
出
更
正
、
返
納
等

（
支
出
更
正
の
処
理
）

第
五
十
八
条 

予
算
執
行
者
は
、
支
出
に
つ
き
、
そ
の
歳
出
科
目
、
会
計
年
度
等
に
誤
り
が
あ
っ
た
と
き
は
、
支
出
更
正
票
（
第
二
十
四
号
様
式
）

に
よ
り
更
正
す
る
も
の
と
す
る
。

２

予
算
執
行
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
更
正
を
し
た
と
き
は
、
支
出
更
正
票
に
よ
り
会
計
管
理
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

第
二
十
四
条
の
規
定
は
、
会
計
管
理
者
が
前
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
返
納
の
通
知
等
）

第
五
十
九
条 

予
算
執
行
者
は
、
歳
出
の
誤
払
い
若
し
く
は
過
渡
し
と
な
っ
た
金
額
（
資
金
の
前
渡
を
し
た
も
の
で
精
算
を
終
え
た
後
に
判
明
し
た

誤
払
い
又
は
過
渡
し
金
額
を
含
む
。
）
又
は
資
金
の
前
渡
若
し
く
は
概
算
払
を
し
た
場
合
の
精
算
残
金
を
返
納
さ
せ
る
と
き
は
、
返
納
票
（
第

十
七
号
様
式
）
を
作
成
し
、
納
期
の
定
め
が
あ
る
も
の
に
あ
っ
て
は
そ
の
納
期
限
、
納
期
の
定
め
が
な
い
も
の
に
あ
っ
て
は
十
五
日
以
内
の
納

期
限
を
指
定
の
上
、
返
納
を
要
す
る
者
に
対
し
て
返
納
通
知
書
（
第
二
十
五
号
様
式
）
を
発
行
す
る
も
の
と
す
る
。

第
六
節 

支
払
の
再
請
求
等

（
支
払
の
再
請
求
等
）

第
六
十
条

政
令
第
百
六
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
支
払
の
請
求
又
は
政
令
第
百
六
十
五
条
の
五
の
規
定
に
よ
る
小
切
手
の
償
還
の
請
求
は
、

支
払
再
請
求
書
（
小
切
手
償
還
請
求
書
）
（
第
二
十
六
号
様
式
）
に
支
払
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
支
払
通
知
書
又
は
小
切
手
を
添
え
て
行



わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
請
求
書
は
、
同
項
の
支
払
通
知
書
又
は
小
切
手
に
係
る
支
出
命
令
を
発
し
た
予
算
執
行
者
を
経
て
会
計
管
理
者
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

第
六
章

契
約

第
一
節

一
般
競
争
契
約

（
一
般
競
争
入
札
の
参
加
者
の
資
格
）

第
六
十
一
条

一
般
競
争
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
が
政
令
第
百
六
十
七
条
の
四
第
二
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き

は
、
そ
の
者
に
つ
い
て
三
年
以
内
で
広
域
連
合
長
が
定
め
る
期
間
一
般
競
争
入
札
に
参
加
さ
せ
な
い
も
の
と
す
る
。
そ
の
者
を
代
理
人
、
支
配

人
又
は
入
札
代
理
人
と
し
て
使
用
す
る
者
に
つ
い
て
も
、
ま
た
同
様
と
す
る
。
た
だ
し
、
特
別
な
理
由
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
こ
の

限
り
で
な
い
。

（
入
札
の
公
告
）

第
六
十
二
条

広
域
連
合
長
は
、
入
札
の
方
法
に
よ
り
一
般
競
争
に
付
そ
う
と
す
る
と
き
は
そ
の
入
札
期
日
の
前
日
か
ら
起
算
し
て
少
な
く
と
も
十

日
前
に
掲
示
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
公
告
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
入
札
者
若
し
く
は
落
札
者
が
な
い
場
合
若
し
く
は
落
札
者
が
契
約
を

結
ば
な
い
場
合
に
お
い
て
、
再
度
公
告
し
て
入
札
に
付
そ
う
と
す
る
と
き
、
又
は
緊
急
や
む
を
得
な
い
理
由
の
あ
る
と
き
は
、
そ
の
期
間
を
五

日
ま
で
短
縮
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
公
告
事
項
）

第
六
十
三
条

前
条
の
規
定
に
よ
る
公
告
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一

競
争
入
札
に
付
す
る
事
項

二

競
争
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
に
関
す
る
事
項

三

注
文
書
、
仕
様
書
、
図
面
、
見
本
又
は
売
買
若
し
く
は
貸
与
す
る
物
件
及
び
契
約
条
項
を
示
す
場
所

四

入
札
及
び
開
札
の
場
所
及
び
日
時

五

入
札
保
証
金
及
び
契
約
保
証
金
に
関
す
る
事
項



六

議
会
の
議
決
を
要
す
る
契
約
に
つ
い
て
は
、
議
会
の
同
意
が
あ
っ
た
と
き
に
そ
の
契
約
を
締
結
す
る
旨

七

工
事
又
は
製
造
そ
の
他
に
つ
い
て
の
請
負
に
つ
い
て
落
札
価
格
に
制
限
を
設
け
る
と
き
は
、
そ
の
旨

八

契
約
書
の
取
り
交
わ
し
の
時
期

九

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
な
い
者
の
し
た
入
札
及
び
入
札
に
関
す
る
条
件
に
違
反
し
た
入
札
は
無
効
と
す
る
旨

十

そ
の
他
必
要
事
項

（
入
札
者
心
得
書
）

第
六
十
四
条

広
域
連
合
長
は
、
一
般
競
争
入
札
の
入
札
者
に
対
し
、
入
札
執
行
前
に
、
別
記
の
入
札
者
心
得
書
を
熟
覧
に
供
す
る
も
の
と
す
る
。

（
入
札
保
証
金
）

第
六
十
五
条

広
域
連
合
長
は
、
一
般
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
を
し
て
、
そ
の
者
の
見
積
も
る
契
約
金
額
の
百
分
の
五
以
上
の
入
札
保
証
金
を
納

め
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
入
札
保
証
金
の
全
部
又
は
一
部
の
納
付
を
免
除

す
る
こ
と
が
あ
る
。

一

一
般
競
争
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
が
保
険
会
社
と
の
間
に
広
域
連
合
を
被
保
険
者
と
す
る
入
札
保
証
保
険
契
約
を
締
結
し
た
と
き
。

二

政
令
第
百
六
十
七
条
の
五
第
一
項
の
資
格
を
有
す
る
者
に
よ
る
一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
場
合
に
お
い
て
、
落
札
者
が
契
約
を
締
結
し
な

い
こ
と
と
な
る
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

三

過
去
二
年
の
間
に
国
又
は
地
方
公
共
団
体
と
そ
の
種
類
及
び
規
模
を
ほ
ぼ
同
じ
く
す
る
契
約
を
二
回
以
上
に
わ
た
っ
て
締
結
し
、
か
つ
、

こ
れ
ら
を
す
べ
て
誠
実
に
履
行
し
た
者
に
つ
い
て
、
そ
の
者
が
契
約
を
締
結
し
な
い
こ
と
と
な
る
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

２

前
項
の
保
証
金
の
納
付
は
、
国
債
又
は
地
方
債
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
有
価
証
券
等
を
担
保
と
し
て
提
供
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
れ
に
代
え

る
こ
と
が
で
き
る
。

一

政
府
の
保
証
の
あ
る
債
券

二

金
融
機
関
が
振
り
出
し
又
は
支
払
保
証
を
し
た
小
切
手

三

銀
行
、
株
式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫
、
農
林
中
央
金
庫
又
は
全
国
を
地
区
と
す
る
信
用
金
庫
連
合
会
の
発
行
す
る
債
券
（
以
下
「
金
融

債
」
と
い
う
。
）



（
担
保
の
価
値
）

第
六
十
六
条

前
条
第
二
項
の
担
保
の
価
値
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
担
保
に
つ
い
て
当
該
各
号
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

国
債
及
び
地
方
債

政
府
に
納
む
べ
き
保
証
金
そ
の
他
の
担
保
に
充
用
す
る
国
債
の
価
格
に
関
す
る
件
（
明
治
四
十
一
年
勅
令
第
二
百
八

十
七
号
）
の
規
定
及
び
そ
の
例
に
よ
る
金
額

二

政
府
の
保
証
の
あ
る
債
券
及
び
金
融
債

額
面
金
額
又
は
登
録
金
額
（
発
行
価
額
が
額
面
金
額
又
は
登
録
金
額
と
異
な
る
と
き
は
、
発
行

価
額
）
の
八
割
に
相
当
す
る
金
額

三

金
融
機
関
が
振
り
出
し
又
は
支
払
保
証
を
し
た
小
切
手

小
切
手
の
券
面
金
額

（
小
切
手
の
現
金
化
等
）

第
六
十
七
条

会
計
管
理
者
は
、
第
六
十
五
条
第
二
項
第
二
号
で
規
定
す
る
小
切
手
を
担
保
と
し
て
保
管
し
た
場
合
に
お
い
て
、
契
約
締
結
前
に
当

該
小
切
手
の
呈
示
期
間
が
経
過
す
る
こ
と
と
な
る
と
き
は
、
そ
の
取
立
て
を
し
、
当
該
取
立
て
に
係
る
現
金
を
保
管
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
入
札
保
証
金
の
還
付
充
当
）

第
六
十
八
条

第
六
十
五
条
に
規
定
す
る
入
札
保
証
金
（
入
札
保
証
金
の
納
付
に
代
え
て
提
供
さ
れ
た
担
保
を
含
む
。
以
下
次
項
及
び
次
条
に
お
い

て
同
じ
。
）
は
、
開
札
が
終
っ
た
後
還
付
す
る
。
た
だ
し
、
落
札
者
に
対
し
て
は
、
契
約
を
締
結
し
た
後
に
還
付
す
る
。

２

落
札
者
は
、
入
札
保
証
金
を
第
九
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
契
約
保
証
金
の
一
部
又
は
全
部
に
充
当
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
落
札
者
は
、
入
札
保
証
金
等
充
当
依
頼
書
（
第
二
十
七
号
様
式
）
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
帰
属
し
た
入
札
保
証
金
の
処
理
）

第
六
十
九
条

法
第
二
百
三
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
広
域
連
合
に
帰
属
し
た
入
札
保
証
金
は
、
遅
滞
な
く
こ
れ
を
歳
入
に
組
み
入
れ
る
も
の

と
す
る
。

（
予
定
価
格
）

第
七
十
条

広
域
連
合
長
は
、
一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項
の
価
格
を
当
該
事
項
に
関
す
る
仕
様
書
、
設
計
書
等
に
よ
っ
て
予
定
し
、
そ
の
予
定

価
格
を
記
載
し
た
書
面
を
封
書
に
し
、
開
札
の
際
こ
れ
を
開
札
場
所
に
置
く
も
の
と
す
る
。

２

予
定
価
格
は
、
一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項
の
価
格
の
総
額
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
一
定
期
間
継
続
し
て
す
る
製
造
、



修
理
、
加
工
、
売
買
、
供
給
、
使
用
等
の
契
約
の
場
合
に
お
い
て
は
、
単
価
に
つ
い
て
そ
の
予
定
価
格
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

予
定
価
格
は
、
契
約
の
目
的
と
な
る
物
件
又
は
役
務
に
つ
い
て
、
取
引
の
実
例
価
格
、
需
給
の
状
況
、
履
行
の
難
易
、
数
量
の
多
少
、
履
行
期

間
の
長
短
等
を
考
慮
し
て
適
正
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
入
札
）

第
七
十
一
条

入
札
者
は
、
入
札
書
（
第
二
十
八
号
様
式
）
を
一
件
ご
と
に
作
成
し
、
封
書
に
入
れ
、
所
定
の
時
刻
ま
で
に
入
札
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

２

入
札
者
が
代
理
人
に
よ
り
入
札
す
る
場
合
は
、
入
札
前
に
委
任
状
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
入
札
の
拒
否
）

第
七
十
二
条

広
域
連
合
長
は
、
入
札
保
証
金
の
納
付
を
要
す
る
者
で
、
そ
の
納
付
を
し
な
い
者
又
は
入
札
締
切
時
刻
に
遅
れ
た
者
の
入
札
は
、
こ

れ
を
拒
否
す
る
も
の
と
す
る
。

（
開
札
）

第
七
十
三
条

広
域
連
合
長
は
、
開
札
し
た
と
き
は
、
開
封
し
た
入
札
書
の
金
額
及
び
氏
名
又
は
名
称
を
順
次
読
み
上
げ
、
こ
れ
を
記
録
し
て
そ
の

順
位
及
び
落
札
者
を
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。

２

広
域
連
合
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
落
札
者
を
決
定
し
た
と
き
は
、
そ
の
場
に
お
い
て
口
頭
で
そ
の
旨
を
落
札
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

３

広
域
連
合
長
は
、
前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
政
令
第
百
六
十
七
条
の
十
第
一
項
（
第
百
六
十
七
条
の
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
並
び
に
第
百
六
十
七
条
の
十
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
百
六
十
七
条
の
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
開
札
し
た
と
き
に
落
札
者
を
決
定
し
な
か
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
後
落
札
者
を
決
定
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、

書
面
に
よ
り
、
落
札
者
を
決
定
し
た
こ
と
、
落
札
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
落
札
金
額
を
入
札
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

（
無
効
の
入
札
）

第
七
十
四
条 

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
入
札
は
、
無
効
と
す
る
。

一

入
札
の
参
加
資
格
の
な
い
者
が
し
た
入
札

二

同
一
の
入
札
に
つ
い
て
二
以
上
の
入
札
を
し
た
者
の
入
札



三

公
平
な
価
格
の
成
立
を
害
し
、
又
は
不
正
な
利
益
を
得
る
た
め
に
し
た
連
合
そ
の
他
不
正
の
行
為
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
と
認
め
ら
れ
る
入

札
四

入
札
書
の
金
額
、
氏
名
、
印
影
若
し
く
は
重
要
な
文
字
の
誤
脱
若
し
く
は
識
別
し
難
い
入
札
又
は
金
額
を
訂
正
し
た
入
札

五

入
札
保
証
金
の
納
付
を
要
す
る
場
合
に
お
い
て
、
入
札
保
証
金
を
納
付
し
な
い
者
又
は
入
札
保
証
金
の
納
付
金
額
が
不
足
で
あ
る
者
が
し

た
入
札

六

そ
の
他
入
札
条
件
に
違
反
し
た
入
札

（
入
札
中
止
等
）

第
七
十
五
条

広
域
連
合
長
は
、
不
正
の
入
札
が
行
わ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
、
又
は
天
災
地
変
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
理
由
が
生
じ

た
と
き
は
、
入
札
を
中
止
し
、
又
は
入
札
期
日
を
延
期
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
速
や
か
に
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由
を
公

告
す
る
も
の
と
す
る
。

（
準
用
規
定
）

第
七
十
六
条

こ
の
節
の
規
定
は
、
せ
り
売
り
に
つ
い
て
こ
れ
を
準
用
す
る
。

第
二
節

指
名
競
争
契
約

（
指
名
基
準
）

第
七
十
七
条 

広
域
連
合
長
は
、
政
令
第
百
六
十
七
条
の
十
一
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
た
資
格
を
有
す
る
者
の
う
ち
か
ら
指
名
競
争
入
札
に
参

加
す
る
者
を
指
名
す
る
場
合
の
基
準
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
入
札
者
の
指
名
等
）

第
七
十
八
条 

広
域
連
合
長
は
、
指
名
競
争
入
札
に
付
そ
う
と
す
る
と
き
は
、
な
る
べ
く
五
人
以
上
の
入
札
者
を
指
名
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
そ
の
指
名
す
る
者
に
対
し
、
第
六
十
三
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
指
名
は
、
公
平
を
旨
と
し
、
特
別
な
理
由
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
い
や
し
く
も
特
定
の
者
に
偏
重
す
る
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

（
準
用
規
定
）

第
七
十
九
条

第
六
十
一
条
第
一
項
及
び
第
六
十
四
条
か
ら
第
七
十
五
条
ま
で
の
規
定
は
、
指
名
競
争
入
札
の
場
合
に
こ
れ
を
準
用
す
る
。



第
三
節

随
意
契
約

（
随
意
契
約
の
で
き
る
場
合
の
限
度
額
）

第
八
十
条

政
令
第
百
六
十
七
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
予
定
価
格
（
貸
借
の
契
約
に
あ
っ
て
は
、
予
定
賃
貸
借
料
の
年

額
又
は
総
額
）
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一

工
事
又
は
製
造
の
請
負

百
三
十
万
円

二

財
産
の
買
入
れ

八
十
万
円

三

物
件
の
借
入
れ

四
十
万
円

四

財
産
の
売
払
い

三
十
万
円

五

物
件
の
貸
付
け

三
十
万
円

六

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の

五
十
万
円

（
随
意
契
約
の
相
手
方
の
決
定
方
法
等
の
公
表
）

第
八
十
一
条 

広
域
連
合
長
は
、
政
令
第
百
六
十
七
条
の
二
第
一
項
第
三
号
又
は
第
四
号
に
該
当
す
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
随
意
契
約
を
締
結
し
よ

う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
契
約
ご
と
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
必
要
な
事
項
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

一

契
約
の
目
的
と
な
る
物
品
又
は
役
務
の
名
称
及
び
概
要

二

履
行
期
限
又
は
契
約
期
間

三

契
約
の
相
手
方
の
決
定
の
方
法

四

契
約
の
相
手
方
と
な
ろ
う
と
す
る
者
の
申
込
み
の
方
法

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
公
表
は
、
公
衆
の
見
や
す
い
場
所
に
掲
示
し
、
又
は
公
衆
の
閲
覧
に
供
す
る
方
法
で
行
う
も
の
と
す
る
。

３

前
項
の
規
定
に
よ
る
公
衆
の
閲
覧
は
、
閲
覧
所
を
設
け
、
又
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
閲
覧
に
供
す
る
方
法
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
随
意
契
約
の
締
結
の
状
況
の
公
表
）

第
八
十
二
条 

広
域
連
合
長
は
、
政
令
第
百
六
十
七
条
の
二
第
一
項
第
三
号
又
は
第
四
号
に
該
当
す
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
随
意
契
約
を
締
結
し
た

と
き
は
、
当
該
契
約
ご
と
に
、
遅
滞
な
く
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。



一

契
約
の
相
手
方
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

二

契
約
の
目
的
と
な
る
物
品
又
は
役
務
の
名
称
及
び
概
要

三

履
行
期
限
又
は
契
約
期
間

四

契
約
金
額

五

契
約
の
相
手
方
の
決
定
の
理
由

２

前
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
公
表
の
方
法
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
し
た
事
項
に
つ
い
て
は
、
少
な
く
と
も
、
公
表
し
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
間
が
経
過
す
る
日
ま
で
掲
示

し
、
又
は
閲
覧
に
供
す
る
も
の
と
す
る
。

（
見
積
書
）

第
八
十
三
条 

広
域
連
合
長
は
、
随
意
契
約
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
契
約
書
案
そ
の
他
見
積
り
に
必
要
な
事
項
を
示
し
、
特
別
の
理
由
が
あ
る

場
合
を
除
き
、
二
人
以
上
か
ら
見
積
書
を
徴
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
一
件
の
予
定
価
格
が
五
万
円
を
超
え
な
い
契
約
を
す
る
場
合
又
は

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
見
積
書
の
徴
取
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

官
公
署
と
契
約
す
る
と
き
。

二

収
入
印
紙
、
郵
便
切
手
、
官
報
、
書
籍
及
び
新
聞
を
買
い
入
れ
る
と
き
。

三

水
道
、
電
気
又
は
電
話
の
利
用
の
契
約
を
す
る
と
き
。

四

資
金
前
渡
に
よ
り
契
約
を
す
る
と
き
。

五

研
修
、
講
習
等
の
会
場
を
借
り
上
げ
る
と
き
。

六

前
五
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
見
積
書
を
徴
し
難
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
、
又
は
徴
す
る
必
要
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

（
随
意
契
約
の
相
手
方
の
資
格
）

第
八
十
四
条 

随
意
契
約
の
相
手
方
に
な
ろ
う
と
す
る
者
が
政
令
第
百
六
十
七
条
の
四
第
二
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き

は
、
そ
の
者
に
つ
い
て
三
年
以
内
で
広
域
連
合
長
が
定
め
る
期
間
随
意
契
約
の
相
手
方
と
し
な
い
も
の
と
す
る
。
そ
の
者
を
代
理
人
、
支
配
人

と
し
て
使
用
す
る
者
に
つ
い
て
も
、
ま
た
同
様
と
す
る
。
た
だ
し
、
特
別
な
理
由
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。



（
準
用
規
定
）

第
八
十
五
条 

第
七
十
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
随
意
契
約
の
場
合
に
こ
れ
を
準
用
す
る
。

第
四
節

契
約
の
締
結

（
契
約
の
締
結
）

第
八
十
六
条 
広
域
連
合
長
は
、
落
札
者
が
決
定
し
た
と
き
は
、
決
定
の
日
か
ら
七
日
以
内
に
、
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
と
き
は
遅
滞
な

く
契
約
書
を
取
り
交
す
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
落
札
者
か
ら
の
申
し
出
に
よ
り
契
約
締
結
の
延
期
の
承
認
を
与
え
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で

な
い
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
議
会
の
議
決
を
要
す
る
場
合
に
お
い
て
、
議
会
の
同
意
を
得
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、

契
約
書
を
取
り
交
す
も
の
と
す
る
。

３

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
広
域
連
合
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
議
会
の
同
意
を
得
る
前
に
、
第
一
項
の
期
間
内
に
、
前
項
の
契

約
書
に
代
え
て
、
議
会
の
同
意
が
あ
っ
た
と
き
に
契
約
の
相
手
方
（
以
下
「
契
約
者
」
と
い
う
。
）
に
対
す
る
意
思
表
示
に
よ
り
本
契
約
が
締

結
さ
れ
る
旨
の
仮
契
約
書
を
取
り
交
す
こ
と
が
で
き
る
。

（
契
約
書
）

第
八
十
七
条 

契
約
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
必
要
な
事
項
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

一

契
約
の
目
的

二

契
約
金
額

三

継
続
費
又
は
債
務
負
担
行
為
に
係
る
契
約
で
そ
の
履
行
が
数
年
度
に
わ
た
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
各
年
度
の
支
払
限
度
額

四

履
行
期
限

五

前
金
払
を
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨
及
び
方
法
並
び
に
条
件

六

部
分
払
を
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨
及
び
方
法
並
び
に
条
件

七

概
算
払
を
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨
及
び
方
法
並
び
に
金
額
及
び
精
算
の
方
法

八

給
付
完
了
の
認
否
又
は
検
査
の
時
期



九

支
払
の
時
期

十

保
証
金
額

十
一

違
約
金
及
び
損
害
賠
償

十
二

遅
延
利
息

十
三

危
険
負
担

十
四

目
的
物
引
渡
し
の
方
法
及
び
時
期

十
五

か
し
担
保

十
六

契
約
紛
争
の
解
決
方
法

十
七

契
約
の
効
力
の
発
生
要
件

十
八

そ
の
他
必
要
事
項

２

広
域
連
合
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
は
、
契
約
の
種
類
ご
と
に
、
標
準
と
な
る
べ
き
契
約
約
款
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
契
約
約
款
を
公
示
す
る
も
の
と
す
る
。

（
契
約
書
等
の
省
略
）

第
八
十
八
条 

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
契
約
書
の
作
成
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

物
件
を
売
払
い
す
る
場
合
に
お
い
て
買
受
人
が
直
ち
に
代
金
を
納
付
し
て
そ
の
物
件
を
引
き
と
る
と
き
。

二

せ
り
売
り
を
す
る
と
き
。

三

官
公
署
と
契
約
を
す
る
と
き
。

四

工
事
又
は
製
造
の
請
負
に
係
る
契
約
で
、
百
三
十
万
円
を
超
え
な
い
契
約
を
す
る
と
き
。

五

物
品
の
購
入
に
係
る
契
約
で
、
八
十
万
円
を
超
え
な
い
契
約
を
す
る
と
き
。

六

随
意
契
約
に
よ
る
前
二
号
に
掲
げ
る
契
約
以
外
の
契
約
で
、
三
十
万
円
を
超
え
な
い
契
約
を
す
る
と
き
。

七

前
各
号
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
特
に
契
約
書
を
作
成
す
る
必
要
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
契
約
書
の
作
成
を
省
略
し
た
と
き
は
、
請
書
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
書
面
を
徴
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
一
件
十
万



円
を
超
え
な
い
契
約
を
す
る
と
き
そ
の
他
特
に
請
書
等
を
徴
す
る
必
要
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
解
除
等
の
約
定
事
項
）

第
八
十
九
条 

広
域
連
合
長
は
、
契
約
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
あ
ら
か
じ
め
約
定
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
契

約
の
性
質
又
は
目
的
に
よ
り
約
定
す
る
必
要
の
な
い
事
項
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

次
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
と
き
は
、
契
約
を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

イ

契
約
者
の
責
め
に
帰
す
る
理
由
に
よ
り
契
約
の
履
行
期
限
ま
で
に
契
約
を
履
行
し
な
い
と
き
、
又
は
履
行
の
見
込
み
が
な
い
と
明
ら
か

に
認
め
ら
れ
る
と
き
。

ロ

契
約
者
の
責
め
に
帰
す
る
理
由
に
よ
り
契
約
の
着
手
期
日
を
過
ぎ
て
も
着
手
し
な
い
と
き
。

ハ

検
査
又
は
監
督
の
実
施
に
当
た
り
契
約
者
又
は
そ
の
現
場
代
理
人
若
し
く
は
そ
の
他
の
使
用
人
が
そ
の
執
行
を
妨
げ
た
と
き
。

ニ

イ
、
ロ
及
び
ハ
の
ほ
か
、
契
約
者
が
契
約
事
項
に
違
反
し
、
そ
の
違
反
に
よ
っ
て
契
約
の
目
的
を
達
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
。

二

契
約
を
解
除
し
た
場
合
は
、
契
約
保
証
金
（
契
約
保
証
金
の
納
付
に
代
え
て
提
供
さ
れ
た
担
保
を
含
む
。
）
は
広
域
連
合
に
帰
属
し
、
及

び
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
契
約
代
金
を
支
払
い
、
又
は
違
約
金
若
し
く
は
損
害
賠
償
金
を
徴
収
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

イ

既
済
部
分
（
工
事
に
あ
っ
て
は
、
出
来
形
部
分
で
検
査
に
合
格
し
た
も
の
並
び
に
部
分
払
の
対
象
と
な
っ
た
工
事
材
料
及
び
工
場
製
品

を
い
う
。
）
又
は
既
納
部
分
に
対
し
て
、
当
該
部
分
に
相
応
す
る
契
約
代
金
を
支
払
う
も
の
と
す
る
。

ロ

契
約
保
証
金
を
免
除
し
た
も
の
（
広
域
連
合
を
被
保
険
者
と
す
る
履
行
保
証
保
険
契
約
を
締
結
し
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
る
と

き
は
、
契
約
金
額
の
百
分
の
五
（
一
件
五
百
万
円
を
超
え
る
工
事
の
請
負
契
約
に
あ
っ
て
は
、
十
分
の
一
）
以
上
に
相
当
す
る
違
約
金
を

徴
収
す
る
も
の
と
す
る
。

ハ

契
約
の
解
除
に
よ
り
広
域
連
合
に
契
約
保
証
金
（
契
約
保
証
金
の
納
付
に
代
え
て
提
供
さ
れ
た
担
保
に
つ
い
て
は
、
当
該
担
保
の
価

値
）
又
は
違
約
金
若
し
く
は
履
行
保
証
保
険
の
保
険
金
の
額
を
超
え
た
額
の
損
害
が
生
じ
た
と
き
は
、
そ
の
超
え
た
金
額
を
損
害
賠
償
金

と
し
て
徴
収
す
る
も
の
と
す
る
。

三

契
約
の
履
行
期
限
ま
で
に
契
約
を
履
行
し
な
い
と
き
は
、
当
該
履
行
期
限
の
翌
日
か
ら
履
行
の
日
ま
で
の
日
数
に
応
じ
、
契
約
金
額
（
工

事
の
請
負
契
約
に
あ
っ
て
は
引
渡
し
前
の
使
用
及
び
部
分
引
渡
し
に
係
る
も
の
、
そ
の
他
の
契
約
に
あ
っ
て
は
既
納
部
分
に
係
る
も
の
を
除



く
。
）
に
つ
き
年
二
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
で
計
算
し
て
得
た
金
額
を
遅
延
利
息
と
し
て
徴
収
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

２

広
域
連
合
長
は
、
違
約
金
又
は
遅
延
利
息
に
つ
い
て
は
、
契
約
者
に
対
す
る
支
払
代
金
か
ら
違
約
金
又
は
遅
延
利
息
を
控
除
し
、
な
お
不
足
の

あ
る
と
き
は
、
別
に
徴
収
す
る
旨
及
び
違
約
金
額
又
は
遅
延
利
息
が
百
円
未
満
で
あ
る
と
き
、
又
は
そ
の
額
に
百
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き

は
、
そ
の
全
額
又
は
端
数
を
切
り
捨
て
る
旨
を
契
約
書
で
明
ら
か
に
し
て
お
く
も
の
と
す
る
。

３

広
域
連
合
長
は
、
契
約
者
に
対
す
る
支
払
代
金
か
ら
違
約
金
及
び
遅
延
利
息
を
控
除
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
違
約
金
等
調
書

（
第
二
十
九
号
様
式
）
を
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。

（
年
度
開
始
前
の
契
約
準
備
）

第
九
十
条

広
域
連
合
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
年
度
開
始
前
に
お
い
て
契
約
の
準
備
行
為
を
す
る
こ
と
が
あ
る
。

第
五
節

契
約
の
履
行

（
物
品
の
売
払
代
金
等
の
納
付
）

第
九
十
一
条 

広
域
連
合
長
は
、
売
払
い
又
は
交
換
し
た
物
品
の
引
渡
し
の
と
き
ま
で
に
そ
の
売
払
代
金
又
は
交
換
差
金
を
納
付
さ
せ
る
も
の
と
す

る
。
た
だ
し
、
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
は
、
第
六
十
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
有
価
証
券
等
を
担
保
と
し
て
提
供
さ
せ
、

当
該
物
品
の
引
渡
し
の
日
か
ら
二
月
以
内
に
売
払
代
金
又
は
交
換
差
金
を
納
付
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
広
域
連
合
長

は
、
契
約
を
履
行
し
な
い
こ
と
と
な
る
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
担
保
の
提
供
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
広
域
連
合
長
は
、
物
品
の
売
払
い
又
は
交
換
を
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
物
品
の
売
払
い
又
は
交
換
を
受
け

る
者
が
当
該
売
払
代
金
又
は
交
換
差
金
を
一
時
に
納
付
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
第
六
十
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
有
価

証
券
等
を
担
保
と
し
て
提
供
さ
せ
、
利
息
を
付
し
て
、
一
年
以
内
の
延
納
の
特
約
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
官
公
署
に
売
り
払
う
場

合
は
、
担
保
を
徴
せ
ず
、
又
は
利
息
を
付
さ
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

（
保
証
人
）

第
九
十
二
条 

広
域
連
合
長
は
、
契
約
を
締
結
す
る
と
き
は
、
契
約
者
を
し
て
、
そ
の
者
と
同
等
以
上
の
資
格
及
び
能
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る

保
証
人
を
立
て
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

工
事
の
請
負
契
約



二

一
件
五
百
万
円
を
超
え
な
い
製
造
の
請
負
契
約

三

物
品
の
買
入
契
約

四

そ
の
他
広
域
連
合
長
に
お
い
て
そ
の
必
要
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
契
約

２

前
項
の
保
証
人
が
死
亡
し
、
又
は
そ
の
資
格
及
び
能
力
を
失
っ
た
と
き
は
、
契
約
者
を
し
て
速
や
か
に
こ
れ
に
代
わ
る
者
を
保
証
人
に
立
て
さ

せ
る
も
の
と
す
る
。

（
契
約
保
証
金
）

第
九
十
三
条 

広
域
連
合
長
は
、
契
約
者
を
し
て
、
契
約
金
額
の
百
分
の
五
（
一
件
五
百
万
円
を
超
え
る
工
事
の
請
負
契
約
に
あ
っ
て
は
、
十
分
の

一
）
以
上
の
契
約
保
証
金
を
納
め
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
契
約
保
証
金
の

全
部
又
は
一
部
の
納
付
を
免
除
す
る
こ
と
が
あ
る
。

一

契
約
者
が
保
険
会
社
と
の
間
に
広
域
連
合
を
被
保
険
者
と
す
る
履
行
保
証
保
険
契
約
を
締
結
し
た
と
き
。

二

過
去
二
年
の
間
に
国
又
は
地
方
公
共
団
体
と
そ
の
種
類
及
び
規
模
を
ほ
ぼ
同
じ
く
す
る
契
約
を
二
回
以
上
に
わ
た
っ
て
締
結
し
、
こ
れ
ら

を
す
べ
て
誠
実
に
履
行
し
、
か
つ
、
契
約
を
履
行
し
な
い
こ
と
と
な
る
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

三

契
約
者
か
ら
委
託
を
受
け
た
保
険
会
社
、
銀
行
、
農
林
中
央
金
庫
そ
の
他
広
域
連
合
長
が
指
定
す
る
金
融
機
関
と
工
事
履
行
保
証
契
約
を

締
結
し
た
と
き
。

四

第
九
十
一
条
第
二
項
及
び
政
令
第
百
六
十
九
条
の
七
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
延
納
の
特
約
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
第
六
十
五
条
第
二
項

に
規
定
す
る
有
価
証
券
等
を
担
保
と
し
て
提
供
し
た
と
き
。

五

物
件
の
売
払
い
の
場
合
で
、
買
受
人
が
直
ち
に
代
金
を
納
付
し
て
そ
の
物
件
を
引
き
取
る
と
き
。

六

随
意
契
約
に
よ
る
場
合
で
、
第
八
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
契
約
書
の
作
成
を
省
略
で
き
る
契
約
で
あ
り
、
か
つ
、
契
約
不
履
行
の

お
そ
れ
が
な
い
と
き
。

七

不
動
産
の
買
入
れ
又
は
借
入
れ
、
物
件
の
移
転
補
償
そ
の
他
の
契
約
を
す
る
場
合
で
、
契
約
の
性
質
上
、
契
約
保
証
金
を
徴
す
る
こ
と
が

適
当
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

２

前
項
の
契
約
保
証
金
の
納
付
は
、
国
債
又
は
地
方
債
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
有
価
証
券
等
を
担
保
と
し
て
提
供
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
れ
に



代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

第
六
十
五
条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
有
価
証
券

二

銀
行
若
し
く
は
広
域
連
合
長
が
確
実
と
認
め
た
金
融
機
関
の
保
証
又
は
保
証
事
業
会
社
の
保
証

三

そ
の
他
広
域
連
合
長
が
確
実
と
認
め
た
担
保

３

前
項
第
二
号
の
担
保
の
価
値
は
、
そ
の
保
証
す
る
金
額
と
す
る
。

４

第
六
十
六
条
及
び
第
六
十
七
条
の
規
定
は
、
第
一
項
の
契
約
保
証
金
の
納
付
に
つ
い
て
こ
れ
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
中

「
契
約
締
結
前
」
と
あ
る
の
は
、
「
契
約
履
行
前
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
契
約
保
証
金
の
還
付
等
）

第
九
十
四
条 

契
約
保
証
金
（
契
約
保
証
金
の
納
付
に
代
え
て
提
供
さ
れ
た
担
保
を
含
む
。
以
下
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
契
約
を
履
行
し
た

後
に
還
付
す
る
。

２

契
約
者
は
、
物
件
の
売
払
い
又
は
交
換
の
場
合
に
お
い
て
、
全
部
の
代
金
（
遅
延
利
息
及
び
延
納
利
息
を
含
む
。
）
が
完
納
と
な
る
際
又
は
代

金
の
延
納
の
担
保
と
し
て
金
融
機
関
の
支
払
保
証
の
あ
る
小
切
手
又
は
約
束
手
形
を
提
供
の
際
に
は
、
契
約
保
証
金
（
政
令
第
百
五
十
六
条
の

証
券
を
含
む
。
）
を
代
金
に
充
当
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
第
六
十
八
条
第
二
項
後
段
の
規
定
を
準
用
す
る
。

（
準
用
規
定
）

第
九
十
五
条 

第
六
十
九
条
の
規
定
は
、
広
域
連
合
に
帰
属
し
た
契
約
保
証
金
に
つ
い
て
こ
れ
を
準
用
す
る
。

（
検
査
）

第
九
十
六
条 

広
域
連
合
長
は
、
自
ら
、
工
事
若
し
く
は
製
造
そ
の
他
に
つ
い
て
の
請
負
契
約
又
は
物
件
の
買
入
れ
そ
の
他
の
契
約
の
履
行
に
係
る

検
査
を
行
い
、
又
は
職
員
を
し
て
行
わ
せ
る
も
の
と
す
る
。

２

広
域
連
合
長
及
び
広
域
連
合
長
か
ら
検
査
を
命
ぜ
ら
れ
た
職
員
は
、
検
査
を
完
了
し
た
場
合
に
お
い
て
は
検
査
調
書
（
第
三
十
号
様
式
）
を
作

成
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
契
約
書
及
び
請
書
等
を
省
略
し
た
契
約
、
単
価
契
約
に
係
る
も
の
そ
の
他
広
域
連
合
長
が
別
に
定
め
る
も
の

に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

３

前
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
検
査
調
書
の
作
成
を
省
略
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
広
域
連
合
長
及
び
広
域
連
合
長
か
ら
検
査
を
命
ぜ
ら
れ
た



職
員
は
、
そ
の
代
金
の
支
払
に
係
る
請
求
書
、
そ
の
契
約
に
係
る
第
十
条
の
書
面
等
に
契
約
を
履
行
し
た
旨
及
び
そ
の
年
月
日
を
記
載
し
、
そ

の
事
実
を
証
明
す
る
も
の
と
す
る
。

第
七
章

現
金
及
び
有
価
証
券

第
一
節

現
金

（
領
収
書
の
交
付
）

第
九
十
七
条 

会
計
管
理
者
は
、
歳
入
歳
出
に
属
す
る
現
金
（
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
「
現
金
」
と
い
う
。
）
を
領
収
し
た
と
き
は
納
入
通
知
書
兼

領
収
書
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
領
収
印
）

第
九
十
八
条 

前
条
の
納
入
通
知
書
兼
領
収
書
に
は
、
出
納
員
領
収
済
印
（
第
三
十
一
号
様
式
）
を
押
印
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
現
金
の
払
込
み
）

第
九
十
九
条

会
計
管
理
者
は
、
現
金
を
領
収
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
指
定
金
融
機
関
等
に
払
い
込
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
現
金
出
納
表
）

第
百
条

会
計
管
理
者
又
は
前
渡
資
金
取
扱
者
は
、
そ
の
取
り
扱
う
現
金
の
出
納
に
つ
い
て
は
、
現
金
出
納
表
（
第
三
十
二
号
様
式
）
に
そ
の
旨
を

記
入
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
私
金
混
同
禁
止
）

第
百
一
条 

会
計
管
理
者
又
は
前
渡
資
金
取
扱
者
は
、
そ
の
取
り
扱
う
公
金
を
私
金
と
混
合
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
現
金
の
保
管
等
）

第
百
二
条 

会
計
管
理
者
は
、
現
金
及
び
証
券
を
保
管
す
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
を
堅
ろ
う
な
容
器
に
納
め
、
施
錠
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
前
渡
資
金
の
保
管
等
）

第
百
三
条 

前
渡
資
金
取
扱
者
は
、
そ
の
前
渡
資
金
に
係
る
支
払
に
支
障
が
な
い
場
合
は
、
当
該
現
金
を
確
実
な
金
融
機
関
に
預
け
入
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

前
渡
資
金
取
扱
者
が
そ
の
前
渡
資
金
に
係
る
現
金
を
金
融
機
関
に
預
け
入
れ
た
こ
と
に
よ
り
生
じ
た
利
息
は
、
歳
入
に
組
み
入
れ
な
け
れ
ば
な



ら
な
い
。第

二
節

歳
計
現
金

（
歳
計
現
金
の
繰
替
使
用
）

第
百
四
条 
会
計
管
理
者
は
、
会
計
間
及
び
年
度
間
の
歳
計
現
金
に
不
足
を
生
じ
た
と
き
は
、
一
時
繰
替
使
用
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

繰
替
使
用
し
た
歳
計
現
金
は
、
そ
の
所
属
年
度
の
出
納
閉
鎖
期
日
ま
で
に
戻
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

会
計
管
理
者
は
、
会
計
別
に
一
時
繰
替
金
整
理
簿
（
第
三
十
三
号
様
式
）
を
備
え
、
出
納
の
状
況
を
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

財
務
会
計
に
関
す
る
事
務
を
電
子
計
算
組
織
に
よ
っ
て
情
報
処
理
す
る
シ
ス
テ
ム
（
以
下
「
財
務
会
計
シ
ス
テ
ム
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
行
っ

た
と
き
は
、
前
段
の
処
理
を
し
た
も
の
と
み
な
す
。

（
現
金
の
預
金
）

第
百
五
条 

会
計
管
理
者
は
、
指
定
金
融
機
関
以
外
の
金
融
機
関
に
預
金
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
預
金
先
、
預
金
の
種
類
、
預
金

の
期
間
、
預
金
額
等
を
明
ら
か
に
し
、
広
域
連
合
長
に
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
指
定
金
融
機
関
以
外
の
金
融
機
関
へ
の
預
金
等
）

第
百
六
条 

指
定
金
融
機
関
以
外
の
金
融
機
関
に
預
金
し
、
又
は
当
該
金
融
機
関
か
ら
引
き
出
す
場
合
は
、
支
出
又
は
収
入
の
例
に
よ
る
も
の
と
す

る
。

（
つ
り
銭
用
現
金
の
保
管
等
）

第
百
七
条 

会
計
管
理
者
は
、
必
要
に
応
じ
て
、
つ
り
銭
に
充
て
る
た
め
の
現
金
（
以
下
「
つ
り
銭
用
現
金
」
と
い
う
。
）
を
保
管
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

２

出
納
員
は
、
つ
り
銭
用
現
金
を
必
要
と
す
る
と
き
は
、
つ
り
銭
用
現
金
交
付
申
請
書
（
第
三
十
四
号
様
式
）
に
よ
り
会
計
管
理
者
に
請
求
す
る

も
の
と
す
る
。

３

出
納
員
は
、
毎
会
計
年
度
末
又
は
つ
り
銭
現
金
を
必
要
と
し
な
く
な
っ
た
と
き
は
、
当
該
つ
り
銭
用
現
金
を
直
ち
に
つ
り
銭
用
現
金
返
納
書

（
第
三
十
五
号
様
式
）
に
よ
り
会
計
管
理
者
に
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

会
計
管
理
者
は
、
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
つ
り
銭
用
現
金
の
返
還
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。



５

出
納
員
は
、
つ
り
銭
用
現
金
の
保
管
状
況
を
現
金
出
納
表
に
よ
り
管
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
節 

歳
入
歳
出
外
現
金
等

（
歳
入
歳
出
外
現
金
等
の
整
理
区
分
）

第
百
八
条 
会
計
管
理
者
は
、
法
第
二
百
三
十
五
条
の
四
第
二
項
及
び
政
令
第
百
六
十
八
条
の
七
の
規
定
に
よ
り
、
会
計
管
理
者
が
保
管
す
る
現
金

及
び
有
価
証
券
（
以
下
「
歳
入
歳
出
外
現
金
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
別
表
第
二
に
掲
げ
る
区
分
に
よ
り
歳
計
現
金
と
は
別
に
整
理
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
歳
入
歳
出
外
現
金
等
の
出
納
及
び
保
管
）

第
百
九
条 

予
算
執
行
者
は
、
歳
入
歳
出
外
現
金
等
の
受
入
れ
を
す
る
と
き
は
、
基
金
・
歳
計
外
収
入
票
（
第
三
十
六
号
様
式
）
に
よ
り
、
歳
入
の

手
続
に
準
じ
て
、
会
計
管
理
者
に
通
知
す
る
と
と
も
に
、
納
入
通
知
書
に
よ
り
自
ら
又
は
歳
入
歳
出
外
現
金
を
提
出
す
べ
き
者
（
以
下
「
提
出

者
」
と
い
う
。
）
が
指
定
金
融
機
関
に
払
い
込
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
有
価
証
券
に
つ
い
て
は
、
会
計
管
理
者
自
ら
保
管
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
予
算
執
行
者

は
、
基
金
・
歳
計
外
収
入
票
に
有
価
証
券
を
添
え
て
会
計
管
理
者
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

予
算
執
行
者
は
、
歳
入
歳
出
外
現
金
等
の
払
出
し
を
す
る
と
き
は
、
提
出
者
か
ら
請
求
書
を
徴
し
、
基
金
・
歳
計
外
支
出
命
令
票
（
第
三
十
七

号
様
式
）
に
よ
り
歳
出
の
手
続
に
準
じ
て
会
計
管
理
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

会
計
管
理
者
は
、
前
項
の
通
知
を
受
け
た
と
き
は
、
歳
入
歳
出
外
現
金
等
に
つ
い
て
は
、
第
五
章
の
支
出
の
例
に
よ
り
、
処
理
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

５

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
会
計
管
理
者
が
自
ら
保
管
す
る
有
価
証
券
に
つ
い
て
は
、
予
算
執
行
者
は
、
基
金
・
歳
計
外
支
出
命
令
票
に
請

求
書
を
添
え
て
通
知
す
る
と
と
も
に
、
会
計
管
理
者
か
ら
有
価
証
券
の
返
付
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

歳
入
歳
出
外
現
金
等
の
保
管
は
、
別
に
定
め
の
あ
る
も
の
を
除
く
ほ
か
、
歳
計
現
金
の
保
管
の
例
に
よ
る
。

第
八
章

指
定
金
融
機
関
等

（
指
定
金
融
機
関
等
）

第
百
十
条

指
定
金
融
機
関
及
び
収
納
代
理
金
融
機
関
は
、
告
示
で
定
め
る
。



２

統
括
店
は
、
指
定
金
融
機
関
等
に
お
い
て
取
り
扱
っ
た
収
納
又
は
支
払
の
事
務
を
統
括
整
理
す
る
も
の
と
す
る
。

（
納
入
通
知
書
等
に
よ
る
収
納
）

第
百
十
一
条 

指
定
金
融
機
関
等
は
、
納
人
か
ら
納
入
通
知
書
等
に
よ
り
納
付
が
あ
っ
た
と
き
は
、
納
入
通
知
書
兼
領
収
書
を
納
人
に
交
付
し
、
又

は
送
付
し
、
か
つ
、
領
収
済
通
知
書
を
統
括
店
を
経
由
の
上
会
計
管
理
者
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
帳
簿
等
の
備
付
け
）

第
百
十
二
条 

統
括
店
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
帳
簿
等
を
備
え
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

別
段
預
金
元
帳
（
第
三
十
八
号
様
式
）

二

指
定
預
金
元
帳
（
第
三
十
九
号
様
式
）

２

収
納
代
理
金
融
機
関
は
、
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
帳
簿
を
備
え
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
一
項
各
号
に
規
定
す
る
帳
簿
は
、
受
払
の
状
況
を
明
ら
か
に
で
き
る
書
類
を
も
っ
て
こ
れ
に
代
え
る
こ
と

が
で
き
る
。

（
計
算
書
の
提
出
）

第
百
十
三
条 

統
括
店
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
計
算
書
を
作
成
し
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
会
計
管
理
者
へ
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

一

現
金
出
納
日
計
表
（
第
四
十
号
様
式
）

毎
日
分
を
翌
営
業
日
ま
で
に
提
出
す
る
。

二

現
金
出
納
月
計
表
（
第
四
十
一
号
様
式
）

毎
月
分
を
翌
月
五
日
（
休
日
の
と
き
は
翌
営
業
日
）
ま
で
に
提
出
す
る
。

（
証
拠
書
類
の
保
存
）

第
百
十
四
条 

指
定
金
融
機
関
等
は
、
そ
の
取
扱
い
に
係
る
収
入
証
拠
書
類
を
収
入
日
別
、
種
類
ご
と
に
区
分
し
て
保
管
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

指
定
金
融
機
関
は
、
そ
の
取
扱
い
に
係
る
支
払
証
拠
書
類
を
支
払
日
別
に
区
分
し
て
保
管
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

指
定
金
融
機
関
等
は
、
前
二
項
の
規
定
に
あ
る
書
類
を
会
計
年
度
別
に
整
理
し
、
当
該
年
度
の
翌
年
度
か
ら
五
年
間
保
管
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

第
九
章

物
品



第
一
節

総
則

（
定
義
）

第
百
十
五
条 

重
要
物
品
と
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
物
品
を
い
う
。

一

自
動
車
（
二
輪
自
動
車
を
除
く
。
）

二

前
号
に
掲
げ
る
物
品
以
外
の
物
品
で
取
得
価
格
（
取
得
価
格
が
な
い
場
合
は
、
取
得
時
の
評
価
額
）
が
百
万
円
以
上
の
も
の

（
分
類
の
設
置
）

第
百
十
六
条 

物
品
の
分
類
を
別
表
第
三
の
と
お
り
設
け
る
も
の
と
す
る
。

（
物
品
の
事
務
）

第
百
十
七
条 

総
務
課
長
は
、
物
品
の
取
得
、
管
理
及
び
処
分
の
事
務
を
所
掌
す
る
も
の
と
す
る
。

（
物
品
事
務
員
）

第
百
十
八
条 

総
務
課
長
は
、
物
品
の
取
得
、
管
理
及
び
処
分
に
関
す
る
事
務
に
当
た
ら
せ
る
た
め
、
所
属
職
員
の
う
ち
か
ら
一
人
を
指
名
す
る
も

の
と
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
受
け
た
職
員
を
物
品
事
務
員
と
い
う
。

（
物
品
の
事
務
の
総
括
）

第
百
十
九
条 

会
計
課
長
は
、
物
品
の
取
得
、
管
理
及
び
処
分
の
事
務
の
適
正
を
期
す
る
た
め
、
そ
の
事
務
を
統
一
し
、
必
要
な
調
整
を
図
る
も
の

と
す
る
。

２

会
計
課
長
は
、
前
項
の
事
務
に
つ
い
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
状
況
に
関
す
る
報
告
を
求
め
、
又
は
職
員
に
実
地
調
査
さ
せ
る

こ
と
が
で
き
る
。

（
物
品
の
事
務
に
従
事
す
る
職
員
の
義
務
）

第
百
二
十
条

物
品
の
取
得
、
管
理
及
び
処
分
の
事
務
を
行
う
職
員
は
、
こ
の
規
則
そ
の
他
の
物
品
に
関
す
る
法
令
の
規
定
に
従
う
ほ
か
、
善
良
な

管
理
者
の
注
意
を
も
っ
て
そ
の
事
務
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
節

物
品
の
取
得
、
管
理
及
び
処
分



（
寄
附
）

第
百
二
十
一
条 

総
務
課
長
は
、
物
品
の
寄
附
の
申
込
み
に
よ
り
物
品
を
受
入
れ
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
物
品
寄
附
調
書(

第
四
十
二
号
様
式)

に

よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
備
品
の
標
識
）

第
百
二
十
二
条 

物
品
事
務
員
は
、
備
品
に
標
識
を
付
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
物
品
の
性
質
、
形
状
そ
の
他
の
理
由
に
よ
っ
て

標
識
を
付
す
こ
と
が
適
当
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
貸
付
け
）

第
百
二
十
三
条 

総
務
課
長
は
、
物
品
を
貸
付
け
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
物
品
貸
付
調
書(

第
四
十
三
号
様
式)

に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
分
類
換
え
）

第
百
二
十
四
条 

総
務
課
長
は
、
物
品
の
分
類
換
え
（
物
品
を
そ
の
属
す
る
分
類
か
ら
他
の
分
類
に
移
し
換
え
る
こ
と
を
言
う
。
）
を
し
よ
う
と
す

る
と
き
は
、
物
品
分
類
換
通
知
書
（
第
四
十
四
号
様
式
）
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
処
分
）

第
百
二
十
五
条 

総
務
課
長
は
、
物
品
を
処
分
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
物
品
廃
棄
届(

第
四
十
五
号
様
式)

に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
節

雑
則

（
重
要
物
品
増
減
及
び
現
在
高
報
告
書
）

第
百
二
十
六
条 

総
務
課
長
は
、
重
要
物
品
の
毎
会
計
年
度
間
に
お
け
る
増
減
及
び
毎
会
計
年
度
末
に
お
け
る
現
在
高
に
つ
い
て
、
重
要
物
品
増
減

及
び
現
在
高
報
告
書
（
第
四
十
六
号
様
式
）
を
作
成
し
、
翌
年
度
五
月
三
十
一
日
ま
で
に
会
計
管
理
者
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
章

債
権

第
一
節

総
則

（
定
義
）

第
百
二
十
七
条 

こ
の
章
に
お
い
て
「
債
権
の
管
理
に
関
す
る
事
務
」
と
は
、
広
域
連
合
の
債
権
に
つ
い
て
、
債
権
者
と
し
て
行
う
べ
き
保
全
、
取

立
て
、
徴
収
停
止
、
履
行
期
限
の
延
長
、
免
除
等
に
関
す
る
事
務
（
会
計
管
理
者
が
行
う
べ
き
も
の
を
除
く
。
）
を
い
う
。



（
債
権
の
管
理
）

第
百
二
十
八
条 

事
務
局
長
は
、
そ
の
所
管
に
属
す
る
債
権
を
管
理
す
る
も
の
と
す
る
。

（
債
権
管
理
員
）

第
百
二
十
九
条

事
務
局
長
は
、
そ
の
所
掌
す
る
債
権
の
管
理
の
事
務
を
、
各
課
長
に
分
掌
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
債
権
の
管
理
の
事
務
を
分
掌
す
る
者
を
、
債
権
管
理
員
と
い
う
。

（
管
理
事
務
の
引
継
ぎ
）

第
百
三
十
条

債
権
管
理
員
に
異
動
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
前
任
の
債
権
管
理
員
は
、
第
百
三
十
二
条
に
規
定
す
る
債
権
管
理
表
、
債
権
又

は
債
権
の
担
保
に
係
る
事
務
を
立
証
す
る
書
類
及
び
引
渡
し
の
日
付
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
記
載
し
た
引
継
書
を
異
動
の
発
令
の
日
の
前
日
を

も
っ
て
作
成
し
、
後
任
の
債
権
管
理
員
と
と
も
に
記
名
押
印
し
、
当
該
引
継
書
に
債
権
管
理
表
及
び
関
係
書
類
を
添
え
、
後
任
の
債
権
管
理
員

に
引
渡
し
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
前
任
の
債
権
管
理
員
が
引
継
ぎ
の
手
続
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
後
任

の
債
権
管
理
員
が
引
継
書
を
作
成
し
、
こ
れ
に
記
名
押
印
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
管
理
の
基
準
）

第
百
三
十
一
条 

債
権
の
管
理
に
関
す
る
事
務
は
、
法
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
い
債
権
の
発
生
原
因
及
び
内
容
に
応
じ
て
、
財
政
上
も
っ
と
も
広

域
連
合
の
利
益
に
適
合
す
る
よ
う
に
処
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
節

保
全
及
び
取
立
て

（
債
権
の
確
認
及
び
記
録
）

第
百
三
十
二
条 

債
権
管
理
員
は
、
そ
の
所
掌
す
べ
き
債
権
が
発
生
し
、
又
は
広
域
連
合
に
帰
属
し
た
と
き
は
、
債
務
者
の
住
所
及
び
氏
名
、
債
権

金
額
、
履
行
期
限
等
を
調
査
し
、
確
認
の
上
、
債
権
管
理
表
（
第
四
十
七
号
様
式
）
に
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
当
該
確
認
に
係
る

事
項
に
つ
い
て
変
更
が
あ
っ
た
場
合
も
ま
た
同
様
と
す
る
。

２

債
権
管
理
員
は
、
前
項
の
債
権
管
理
表
に
同
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
そ
の
所
掌
す
る
債
権
の
管
理
に
関
す
る
事
務
の
処
理
に
つ
き
、
必

要
な
事
項
を
記
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
強
制
執
行
等
の
手
続
）



第
百
三
十
三
条 

政
令
第
百
七
十
一
条
の
二
第
一
号
及
び
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
債
権
管
理
員
が
担
保
の
付
さ
れ
て
い
る
債
権
に
つ
き
、
そ
の
担
保

を
処
分
し
、
若
し
く
は
競
売
そ
の
他
の
担
保
権
の
実
行
の
手
続
を
と
り
、
又
債
務
名
義
の
あ
る
債
権
に
つ
い
て
強
制
執
行
の
手
続
を
と
っ
た
場

合
は
、
そ
の
旨
を
書
面
に
よ
り
会
計
管
理
者
へ
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
保
証
人
に
対
す
る
履
行
の
請
求
手
続
）

第
百
三
十
四
条 

政
令
第
百
七
十
一
条
の
二
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
債
権
管
理
員
が
行
う
保
証
人
に
対
す
る
履
行
の
請
求
は
請
求
事
由
を
明
ら
か
に

し
た
文
書
に
納
入
通
知
書
を
添
え
て
保
証
人
に
送
付
し
て
、
こ
れ
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
納
入
通
知
書
の
記
載

事
項
中
、
納
期
限
に
つ
い
て
は
既
に
債
務
者
に
送
付
し
た
納
入
通
知
書
の
納
期
限
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
履
行
期
限
の
繰
上
手
続
）

第
百
三
十
五
条 

政
令
第
百
七
十
一
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
債
権
管
理
員
が
行
う
履
行
期
限
の
繰
上
げ
は
、
履
行
期
限
を
繰
り
上
げ
る
旨
及
び
そ
の

理
由
を
明
ら
か
に
し
た
書
面
を
債
務
者
に
送
付
し
て
こ
れ
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

債
権
管
理
員
は
、
前
項
前
段
の
手
続
を
と
っ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
会
計
管
理
者
へ
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
債
権
の
申
出
等
）

第
百
三
十
六
条 

債
権
管
理
員
は
、
そ
の
所
掌
す
る
債
権
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
理
由
が
生
じ
た
こ
と
を
知
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
法
令
の
規
定

に
よ
り
広
域
連
合
が
債
権
者
と
し
て
配
当
の
要
求
そ
の
他
債
権
の
申
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、
直
ち
に
、
そ
の
た
め
の
措
置
を
と
ら

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
前
条
第
二
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

一

債
務
者
が
強
制
執
行
を
受
け
た
こ
と
。

二

債
務
者
が
租
税
そ
の
他
の
公
課
に
つ
い
て
滞
納
処
分
を
受
け
た
こ
と
。

三

債
務
者
の
財
産
に
つ
い
て
競
売
の
開
始
が
あ
っ
た
こ
と
。

四

債
務
者
が
破
産
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
た
こ
と
。

五

債
務
者
の
財
産
に
つ
い
て
企
業
担
保
権
の
実
行
手
続
の
開
始
が
あ
っ
た
こ
と
。

六

債
務
者
で
あ
る
法
人
が
解
散
し
た
こ
と
。

七

債
務
者
に
つ
い
て
相
続
の
開
始
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
相
続
人
が
限
定
承
認
し
た
こ
と
。



八

第
四
号
か
ら
前
号
ま
で
に
定
め
る
場
合
の
ほ
か
、
債
務
者
の
総
財
産
に
つ
い
て
の
清
算
が
開
始
さ
れ
た
こ
と
。

（
そ
の
他
の
保
全
措
置
）

第
百
三
十
七
条 

債
権
管
理
員
は
、
そ
の
所
掌
す
る
債
権
を
保
全
す
る
た
め
、
法
令
又
は
契
約
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
い
、
債
務
者
に
対
し
、
担
保

の
提
供
等
に
関
す
る
請
求
書(

第
四
十
八
号
様
式)

に
よ
り
担
保
の
提
供
（
保
証
人
の
保
証
を
含
む
。
）
又
は
必
要
に
応
じ
増
担
保
の
提
供
若
し

く
は
保
証
人
の
変
更
そ
の
他
担
保
の
変
更
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

債
権
管
理
員
は
、
そ
の
所
掌
す
る
債
権
が
時
効
に
よ
っ
て
消
滅
す
る
こ
と
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
時
効
を
中
断
す
る
た
め
必
要
な
措

置
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

債
権
管
理
員
は
、
そ
の
所
掌
す
る
債
権
を
保
全
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
法
令
の
規
定
に
よ
り
広
域
連
合
が
債
権
者
と
し
て
債

務
者
に
属
す
る
権
利
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、
債
務
者
に
代
位
し
て
当
該
権
利
を
行
う
た
め
必
要
な
措
置
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
担
保
の
種
類
及
び
価
値
）

第
百
三
十
八
条 

債
権
管
理
員
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
担
保
の
提
供
を
求
め
る
場
合
に
お
い
て
、
契
約
に
別
段
の
定
め
が
な
い
と
き
は
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
担
保
の
提
供
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
担
保
の
提
供
が
で
き
な
い
こ
と
に
つ
い
て
、
や
む
を
得
な
い

事
情
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
他
の
担
保
の
提
供
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

国
債
、
地
方
債
及
び
第
六
十
五
条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
有
価
証
券

二

土
地
並
び
に
保
険
に
付
し
た
建
物
、
立
木
、
船
舶
、
航
空
機
、
自
動
車
及
び
建
設
機
械

三

確
実
と
認
め
る
金
融
機
関
そ
の
他
の
保
証
人
の
保
証

２

前
項
各
号
に
規
定
す
る
担
保
の
価
値
は
、
同
項
第
一
号
に
規
定
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
第
六
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
金
額
、
同
項
第
二
号
に
規

定
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
時
価
の
七
割
以
内
に
お
い
て
広
域
連
合
長
が
決
定
す
る
価
額
、
同
項
第
三
号
に
規
定
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
そ
の
保

証
す
る
金
額
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
担
保
の
提
供
）

第
百
三
十
九
条

債
権
管
理
員
は
、
登
録
国
債
（
乙
種
国
債
登
録
簿
に
登
録
の
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
又
は
社
債
等
登
録
法
（
昭
和
十
七
年
法
律
第

十
一
号
）
の
規
定
に
よ
り
登
録
し
た
社
債
、
地
方
債
そ
の
他
の
債
券
を
担
保
と
し
て
提
供
し
よ
う
と
す
る
者
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
登
録
済
通



知
書
又
は
登
録
済
証
を
提
出
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

債
権
管
理
員
は
、
土
地
、
建
物
そ
の
他
の
抵
当
権
の
目
的
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
財
産
を
担
保
と
し
て
提
供
し
よ
う
と
す
る
者
が
あ
る
と
き
は
、

当
該
財
産
に
つ
い
て
の
抵
当
権
の
設
定
の
登
記
原
因
又
は
登
録
原
因
を
証
明
す
る
書
面
及
び
そ
の
登
記
又
は
登
録
に
つ
い
て
の
承
諾
書
を
提
出

さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

債
権
管
理
員
は
、
前
項
の
書
面
の
提
出
を
受
け
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
こ
れ
ら
の
書
面
を
添
え
て
、
抵
当
権
の
設
定
の
登
記
又
は
登
録
を
登

記
所
又
は
登
録
機
関
に
嘱
託
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

債
権
管
理
員
は
、
金
融
機
関
そ
の
他
の
保
証
人
の
保
証
を
担
保
と
し
て
提
供
し
よ
う
と
す
る
者
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
保
証
人
の
保
証
を
証
明

す
る
書
面
を
提
出
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

債
権
管
理
員
は
、
前
項
の
保
証
人
の
保
証
を
証
明
す
る
書
面
の
提
出
を
受
け
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
当
該
保
証
人
と
の
間
に
保
証
契
約
を
締

結
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

債
権
管
理
員
は
、
指
名
債
権
を
担
保
と
し
て
提
供
し
よ
う
と
す
る
者
が
あ
る
と
き
は
、
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
三
百
六

十
四
条
第
一
項
の
措
置
を
と
っ
た
後
、
そ
の
指
名
債
権
の
証
書
及
び
第
三
債
務
者
の
承
諾
を
証
明
す
る
書
類
を
提
出
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７

第
一
項
、
第
二
項
、
第
四
項
及
び
第
六
項
に
規
定
す
る
も
の
以
外
の
も
の
の
担
保
と
し
て
の
提
供
の
手
続
及
び
こ
れ
ら
の
う
ち
担
保
権
の
設
定

に
つ
い
て
、
登
記
又
は
登
録
に
よ
っ
て
第
三
者
に
対
抗
す
る
要
件
を
備
え
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
に
つ
い
て
の
そ
の
登
記
又
は
登
録
の
嘱
託
に

つ
い
て
は
、
前
各
項
の
規
定
の
例
に
よ
る
。

第
三
節

徴
収
停
止
、
履
行
期
限
の
延
長
及
び
免
除

（
徴
収
停
止
が
で
き
る
場
合
）

第
百
四
十
条

政
令
第
百
七
十
一
条
の
五
第
二
号
に
規
定
す
る
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
と
き
と
は
、
お
お
む
ね
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
場
合
を
い
う
。

一

債
務
者
の
所
在
が
不
明
で
あ
り
、
か
つ
、
差
し
押
え
る
こ
と
が
で
き
る
財
産
の
価
額
が
強
制
執
行
の
費
用
を
超
え
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合

に
お
い
て
、
他
の
優
先
し
て
弁
済
を
受
け
る
債
権
（
以
下
第
二
号
及
び
第
三
号
に
お
い
て
「
優
先
債
権
」
と
い
う
。
）
が
、
そ
の
超
え
る
と

認
め
ら
れ
る
額
の
全
部
の
弁
済
を
受
け
る
べ
き
と
き
。



二

債
務
者
が
死
亡
し
た
場
合
に
お
い
て
、
相
続
人
の
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
な
く
、
か
つ
、
相
続
財
産
の
価
額
が
強
制
執
行
を
し
た
場
合
の

費
用
及
び
優
先
債
権
の
金
額
の
合
計
額
を
超
え
な
い
と
見
込
ま
れ
る
と
き
。

三

履
行
の
請
求
又
は
保
全
の
措
置
を
と
っ
た
後
、
債
務
者
が
本
邦
に
住
所
又
は
居
所
を
有
し
な
い
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
再
び
本

邦
に
住
所
又
は
居
所
を
有
す
る
こ
と
と
な
る
見
込
み
が
な
く
、
か
つ
、
差
し
押
え
る
こ
と
が
で
き
る
財
産
の
価
額
が
強
制
執
行
し
た
場
合
の

費
用
及
び
優
先
債
権
の
金
額
の
合
計
額
を
超
え
な
い
と
見
込
ま
れ
る
と
き
。

（
徴
収
停
止
の
手
続
）

第
百
四
十
一
条 

債
権
管
理
員
は
、
そ
の
所
掌
す
る
債
権
に
つ
い
て
、
政
令
第
百
七
十
一
条
の
五
の
規
定
に
基
づ
く
徴
収
停
止
の
措
置
を
し
よ
う
と

す
る
場
合
は
、
徴
収
停
止
調
書
（
第
四
十
九
号
様
式
）
に
よ
り
、
こ
れ
を
行
い
債
権
管
理
表
に
「
徴
収
停
止
」
と
明
示
す
る
と
と
も
に
そ
の
措

置
の
内
容
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
百
三
十
五
条
第
二
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

（
徴
収
停
止
の
取
消
し
の
手
続
）

第
百
四
十
二
条 

債
権
管
理
員
は
、
そ
の
所
掌
す
る
債
権
に
つ
い
て
、
前
条
の
規
定
に
基
づ
く
徴
収
停
止
の
措
置
を
と
っ
た
後
、
事
情
の
変
更
等
に

よ
り
、
そ
の
措
置
を
維
持
す
る
こ
と
が
不
適
当
と
な
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
と
き
は
、
直
ち
に
、
そ
の
徴
収
停
止
の
措
置
を
取
り
や
め
、
債
権
管

理
表
に
「
徴
収
停
止
取
消
」
と
明
示
す
る
と
と
も
に
そ
の
取
り
や
め
の
内
容
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
百
三

十
五
条
第
二
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

（
履
行
延
期
の
特
約
等
及
び
解
除
等
の
手
続
）

第
百
四
十
三
条 

債
権
管
理
員
が
行
う
政
令
第
百
七
十
一
条
の
六
の
規
定
に
よ
る
履
行
期
限
の
延
長
の
特
約
又
は
処
分
は
、
債
務
者
の
提
出
す
る
履

行
延
期
申
請
書
（
第
五
十
号
様
式
）
に
基
づ
い
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
百
三
十
五
条
第
二
項
の
規
定
を
準
用

す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
、
履
行
延
期
の
特
約
等
を
す
る
と
き
は
、
履
行
延
期
承
認
通
知
書
（
第
五
十
一
号
様
式
）
を
作
成
し
、
債
務
者
に
送
付
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
通
知
書
に
は
、
必
要
に
応
じ
、
指
定
す
る
期
限
ま
で
に
担
保
の
提
供
、
債
務
名
義
の
取
得

の
た
め
に
必
要
な
行
為
又
は
債
務
証
書
（
第
五
十
二
号
様
式
）
の
提
出
が
な
い
と
き
は
、
そ
の
承
認
を
取
り
消
す
こ
と
が
あ
る
旨
を
付
記
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。



３

債
権
管
理
員
は
、
履
行
延
期
の
特
約
等
を
解
除
し
、
又
は
取
り
消
す
と
き
は
、
履
行
延
期
承
認
取
消
通
知
書
（
第
五
十
三
号
様
式
）
を
作
成
し
、

債
務
者
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

前
二
項
の
規
定
に
よ
る
各
決
定
が
な
さ
れ
た
場
合
、
債
権
管
理
表
に
「
履
行
延
期
」
「
履
行
延
期
取
消
」
と
明
示
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
措
置

の
内
容
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

（
履
行
延
期
の
特
約
等
に
係
る
措
置
）

第
百
四
十
四
条 
債
権
管
理
員
は
、
そ
の
所
掌
す
る
債
権
に
つ
き
、
履
行
延
期
の
特
約
等
を
す
る
場
合
に
は
、
担
保
を
提
供
さ
せ
、
か
つ
、
別
に
定

め
る
利
息
を
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
政
令
第
百
七
十
一
条
の
六
第
一
項
第
一
号
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
担
保
の
提
供
を
免
除

し
、
又
は
利
息
を
付
さ
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

２

第
百
三
十
八
条
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
担
保
を
提
供
さ
せ
よ
う
と
す
る
場
合
に
こ
れ
を
準
用
す
る
。

（
免
除
の
手
続
）

第
百
四
十
五
条 

政
令
第
百
七
十
一
条
の
七
の
規
定
に
よ
り
債
権
管
理
員
が
行
う
債
権
の
免
除
は
、
債
務
者
の
提
出
す
る
申
請
書
に
基
づ
い
て
、
行

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
百
三
十
五
条
第
二
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

２

法
令
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
り
免
除
す
る
と
き
は
、
債
権
免
除
承
認
通
知
書
（
第
五
十
四
号
様
式
）
を
作
成
し
、
債
務
者
に
送
付
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

第
十
一
章

証
拠
書
類
等

（
首
標
金
額
の
訂
正
禁
止
）

第
百
四
十
六
条 

収
納
又
は
支
払
の
根
拠
と
な
る
証
書
類
の
首
標
金
額
は
、
訂
正
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

（
収
入
の
証
拠
書
類
）

第
百
四
十
七
条 

収
入
の
証
拠
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

収
入
金
に
係
る
領
収
済
通
知
書

二

歳
入
戻
出
命
令
票
及
び
領
収
証
書

三

そ
の
他
収
入
の
事
実
を
証
明
す
る
書
類



（
支
払
の
証
拠
書
類
）

第
百
四
十
八
条 

支
払
の
証
拠
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

支
出
命
令
票
及
び
領
収
証
書

二

返
納
通
知
票
及
び
返
納
に
係
る
領
収
済
通
知
書

三

支
出
更
正
通
知
票

（
資
金
前
渡
に
係
る
証
拠
書
類
）

第
百
四
十
九
条

資
金
前
渡
に
係
る
証
拠
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

請
求
書
及
び
領
収
証
書

二

前
渡
資
金
精
算
書

三

そ
の
他
支
払
の
事
実
を
証
明
す
る
書
類

（
証
拠
書
類
の
型
式
）

第
百
五
十
条

証
拠
書
類
は
、
原
本
に
限
る
。
た
だ
し
、
原
本
を
提
出
し
難
い
と
き
は
、
証
明
者
が
原
本
と
相
違
な
い
旨
を
証
明
し
た
写
し
を
も
っ

て
、
こ
れ
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

外
国
文
で
記
載
し
た
証
拠
書
類
に
は
、
そ
の
訳
文
を
付
記
又
は
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

外
国
人
の
証
明
を
要
す
る
証
拠
書
類
の
証
明
は
、
署
名
を
も
っ
て
足
り
る
。

（
証
書
類
の
文
字
及
び
印
影
）

第
百
五
十
一
条 

証
書
類
の
数
字
は
、
ア
ラ
ビ
ア
数
字
を
用
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
請
求
書
等
で
縦
書
の
場
合
の
首
標
金
額
は
、
漢
数

字
を
用
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
「
一
」
、
「
二
」
、
「
三
」
及
び
「
十
」
の
数
字
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
壱
」
、
「
弐
」
、

「
参
」
及
び
「
拾
」
の
字
体
を
用
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

証
書
類
に
用
い
る
文
字
、
記
号
及
び
印
影
は
明
瞭
で
消
え
難
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

証
書
類
が
二
枚
以
上
に
わ
た
る
も
の
は
、
そ
れ
に
割
印
を
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
二
章

雑
則



（
事
故
報
告
）

第
百
五
十
二
条 

次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
は
、
そ
の
保
管
に
係
る
現
金
、
有
価
証
券
、
物
品
若
し
く
は
占
有
動
産
又
は
そ
の
使
用
に
係
る
物
品
が
滅

失
し
、
又
は
損
傷
し
た
と
き
は
、
直
ち
に
そ
の
て
ん
末
を
明
ら
か
に
し
た
報
告
書
を
各
課
長
及
び
会
計
管
理
者
を
経
て
広
域
連
合
長
に
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

出
納
員
物
品
事
務
員
の
事
務
を
補
助
す
る
職
員

二

前
渡
資
金
取
扱
者

三

占
有
動
産
を
保
管
し
て
い
る
職
員

四

物
品
を
使
用
し
て
い
る
職
員

２

前
項
の
報
告
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

事
故
発
生
の
日
時
及
び
場
所

二

損
害
の
程
度(

事
故
物
件
の
品
名
、
数
量
及
び
金
額) 

三

事
故
の
原
因

四

事
故
発
見
の
動
機

五

事
故
発
生
前
の
保
管
状
況

六

事
故
に
お
け
る
措
置

七

そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項

（
補
則
）

第
百
五
十
三
条

こ
の
規
則
に
定
め
の
な
い
事
項
に
つ
い
て
は
、
青
森
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
三
月
青
森
県
規
則
第
十
号
）
の
例
に
よ
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
（
平
成
二
〇
年
規
則
第
九
号
）

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。



附

則
（
平
成
二
一
年
規
則
第
四
号
）

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
（
平
成
二
二
年
規
則
第
二
号
）

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
（
平
成
二
二
年
規
則
第
八
号
）

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
青
森
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
財
務
規
則
第
八
十
九
条
第
一
項
第

三
号
の
規
定
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
以
後
に
締
結
さ
れ
た
契
約
か
ら
適
用
す
る
。

附

則
（
平
成
二
三
年
規
則
第
二
号
）

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
（
平
成
二
五
年
規
則
第
二
号
）

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
（
平
成
二
六
年
規
則
第
三
号
）

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
（
平
成
二
八
年
規
則
第
一
号
）

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
（
平
成
二
九
年
規
則
第
五
号
）

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
（
令
和
二
年
規
則
第
二
号
）

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



別記

入 札 者 心 得 書

（競争入札の参加者の資格）

第一条 競争入札には、当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者

は、参加することができない。

２ 競争入札に参加しようとする者は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、三年以内

で広域連合長が定める期間競争入札に参加することができない。その者を代理人、支配人その他の使

用人又は入札代理人として使用する者も、また同様とする。ただし、特別な理由があると認められる

場合は、この限りでない。

一 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関し

て不正の行為をしたとき。

二 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し、若

しくは不正の利益を得るために連合したとき。

三 落札者が契約（仮契約）を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。

四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。

五 正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。

六 この項（この号を除く。）の規定により競争入札に参加できないこととされている者を契約の締

結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。

（一般競争入札参加の申出）

第二条 一般競争入札に参加しようとする者は、当該一般競争入札に係る公告において指定した期日ま

でに、前条第一項に規定する者でないことを確認できる書類及び当該公告において指定した書類を添

えて、契約担当者等にその旨を申し出なければならない。

（入札保証金）

第三条 入札者は、入札書提出前に、見積る契約金額の百分の五以上の入札保証金を出納員に納めなけ

ればならない。ただし、入札保証金の納付を免除された場合は、この限りでない。

２ 前項の入札保証金の納付は、次に掲げる有価証券等の提供をもって代えることができる。

一 国債又は地方債

二 日本政府の保証する債券

三 銀行又は広域連合長が確実と認める金融機関が振り出し、又は支払保証した小切手

３ 前項に規定する有価証券の評価は、同項第一号にあってはその額面金額（割引債券については時価

見積額）、同項第二号にあっては額面金額又は登録金額（発行価額が額面金額又は登録金額と異なる

ときは、発行価額）の十分の八以内として換算した額、同項第三号にあっては小切手金額とする。

４ 入札保証金（入札保証金の納付に代えて提供された担保を含む。以下この条において同じ。）は、

開札が終わった後に還付する。ただし、落札者に対しては、契約（仮契約）を締結した後に還付する。

５ 落札者は、入札保証金を契約保証金の一部又は全部に充当することができる。

６ 落札者が契約（仮契約）を締結しないときは、入札保証金は広域連合に帰属する。

（入札等）

第四条 入札に参加する者は、仕様書、図面、契約書（仮契約書）案、現場等を熟覧の上、入札しなけ

ればならない。この場合において、仕様書、図面、契約書（仮契約書）案、現場等について疑点があ

るときは、関係職員の説明を求めることができる。

２ 入札書は、封かんの上、入札者の氏名を表記し、公告又は通知書に示した時刻までに、入札箱に入

れなければならない。

３ 入札者が代理人により入札する場合は、入札前に委任状を提出しなければならない。

４ 入札者又はその代理人は、同一の入札において、他の入札者の代理人となることができない。

５ 入札者は、契約担当者等から入札金額の内訳を記載した書面の提出又は提示を求められたときは、

これに応じなければならない。

（入札の辞退）

第五条 一般競争入札に参加する者及び指名業者（指名競争入札の参加者に指名した旨の通知を受けた

者をいう。以下同じ。）は、当該入札の執行が完了するまでは、いつでも当該入札を辞退することが



できる。

２ 指名業者が入札を辞退しようとするときは、当該入札を辞退する旨を明記した書類を契約担当者等

に提出しなければならない。

３ 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではな

い。

（公正な入札の確保）

第六条 入札に参加する者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和二十二年法律第

五十四号）等に抵触する行為を行ってはならない。

２ 入札に参加する者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札に参加する者と入札する

金額又は入札の意志についていかなる相談も行わず、独自に入札する金額を定めなければならない。 
３ 入札に参加する者は、落札者の決定前に、他の入札に参加する者に対して入札する金額を開示して

はならない。

（入札の中止等）

第七条 不正の入札が行われるおそれがあると認めるときは、入札を中止し、又は入札期日を延期する

ものとする。

（無効の入札）

第八条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

一 入札に参加する資格のない者のした入札 

二 不正行為により行った入札 

三 入札書に金額及び記名押印のない入札又は記載事項の確認ができない入札 

四 入札保証金の納入がない者及び入札保証金の納入額が不足する者がした入札 

五 同一人がした二以上の入札 

六 代理人でその資格のない者のした入札 

七 前各号に定めるもののほか、入札条件に違反した入札 

六 その他入札条件に違反した入札

（同価入札の取扱い）

第九条 落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに、くじで落札者を定める。

この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代えて、入札事務に関

係のない職員にくじを引かせる。

（契約保証金）

第十条 落札者は、契約を締結するときまでに、契約金額の百分の五（一件五百万円を超える工事の請

負契約にあっては、十分の一）以上の契約保証金を出納員に納付しなければならない。ただし、契約

保証金の納付を免除されたときは、この限りでない。

２ 前項の契約保証金の納付は、次に掲げる有価証券等の提供をもって代えることができる。

一 第三条第二項第一号から第三号までに掲げる有価証券

二 銀行若しくは広域連合長が確実と認めた金融機関の保証又は公共工事の前払金保証事業に関す

る法律（昭和二十七年法律第百八十四号）第二条第四項に規定する保証事業会社の保証

三 その他広域連合長が確実と認めた担保

３ 前項第二号の担保の価値は、その保証する金額とする。

４ 第三条第三項の規定は、契約保証金についてこれを準用する。

（契約書の取り交わし）

第十一条 落札者は、落札決定の日から七日（契約の締結について議会の議決を要するものについては、

議会の同意があった旨の通知を受けた日から七日）以内に契約書（仮契約書）を取り交わさなければ

ならない。ただし、契約（仮契約）締結延期の承認を受けたときは、この限りでない。

２ 落札者が前項の期限（締結延期の承認を受けたときは、その期限）までに契約書（仮契約書）を取

り交わさないときは、落札者としての地位を失うものとする。

（契約書（仮契約書）の提出部数）

第十二条 落札者は、契約書（仮契約書）を二通契約担当者等に提出しなければならない。

 



別
表
第
一
（
第
二
十
八
条
関
係
）

支
出
負
担
行
為
整
理
区
分
表

九 八 七 六 五 四 三 二 一

交
際
費

旅
費

報
償
費

恩
給
及
び
退
職
金

災
害
補
償
費

共
済
費

職
員
手
当
等

給
料

報
酬

契
約
を
締
結
す
る
と

き
、
又
は
支
出
決
定

の
と
き

支
出
決
定
の
と
き

契
約
を
締
結
す
る
と

き
、
又
は
支
出
決
定

の
と
き

支
出
決
定
の
と
き

支
出
決
定
の
と
き

支
出
決
定
の
と
き

支
出
決
定
の
と
き

支
出
決
定
の
と
き

支
出
負
担
行
為
と
し

て
整
理
す
る
時
期

支
出
し
よ
う
と
す
る

額 支
出
し
よ
う
と
す
る

額 契
約
金
額
又
は
支
出

し
よ
う
と
す
る
額

支
出
し
よ
う
と
す
る

額 支
出
し
よ
う
と
す
る

額 支
出
し
よ
う
と
す
る

額 当
該
期
間
分

当
該
期
間
分

支
出
負
担
行
為

の
範
囲

請
求
書

旅
行
命
令

(

依
頼

)

簿

請
求
書
、
支
給
調
書

病
院
等
の
請
求
書
、
受
領
書
又
は
証

明
書
、
戸
籍
謄
本
（
又
は
抄
本
）
、

死
亡
届
、
補
償
認
定
書

払
込
通
知
書
、
控
除
計
算
書

支
給
調
書
、
死
亡
届
、
失
業
証
明

書
、
納
入
通
知
書

支
給
調
書

支
給
調
書

支
出
負
担
行
為
に

必
要
な
書
類

節

支
出
負
担
行
為
整
理
区
分

区
分



十
九

十
八

十
七

十
六

十
五

十
四

十
三

十
二

十
一

十

扶
助
費

負
担
金
補
助
及
び
交

付
金

備
品
購
入
費

公
有
財
産
購
入
費

原
材
料
費

工
事
請
負
費

使
用
料
及
び
賃
借
料

委
託
料

役
務
費

需
用
費

支
出
決
定
の
と
き

請
求
の
あ
っ
た
と

き
、
又
は
指
令
を
す

る
と
き

購
入
契
約
を
締
結
す

る
と
き

購
入
契
約
を
締
結
す

る
と
き

購
入
契
約
を
締
結
す

る
と
き

契
約
締
結
の
と
き

契
約
を
締
結
す
る
と

き
、
又
は
支
出
決
定

の
と
き

契
約
を
締
結
す
る
と

き
、
又
は
支
出
決
定

の
と
き

契
約
を
締
結
す
る
と

き
、
又
は
支
出
決
定

の
と
き

契
約
を
締
結
す
る
と

き
、
又
は
支
出
決
定

の
と
き

支
出
し
よ
う
と
す
る

額 請
求
の
あ
っ
た
額
又

は
指
令
金
額

購
入
契
約
金
額

購
入
契
約
金
額

購
入
契
約
金
額

契
約
金
額

契
約
金
額
又
は
請
求

金
額

契
約
金
額
又
は
請
求

金
額

契
約
金
額
又
は
請
求

金
額

契
約
金
額
又
は
請
求

金
額

計
算
書

申
請
書
、
交
付
決
定
通
知
書
、

交
付
確
定
通
知
書
、

納
入
通
知
書

入
札
書
、
見
積
書
、
契
約
書
、

請
書

入
札
書
、
見
積
書
、
契
約
書

入
札
書
、
見
積
書
、
契
約
書
、

請
書

入
札
書
、
見
積
書
、
契
約
書
、

請
書
、
仕
様
書

見
積
書
、
契
約
書
、
請
書
、

請
求
書

入
札
書
、
見
積
書
、
契
約
書
、

請
書

入
札
書
、
見
積
書
、
契
約
書
、

請
書
、
仕
様
書
、
請
求
書

入
札
書
、
見
積
書
、
契
約
書
、

請
書
、
仕
様
書
、
請
求
書



二
十
七

二
十
六

二
十
五

二
十
四

二
十
三

二
十
二

二
十
一

二
十

繰
出
金

公
課
費

寄
付
金

積
立
金

投
資
及
び
出
資
金

償
還
金
利
子
及
び
割

引
料

補
償
補
て
ん
及
び
賠

償
金

貸
付
金

支
出
決
定
の
と
き

支
出
決
定
の
と
き

支
出
決
定
の
と
き

積
立
決
定
の
と
き

投
資
又
は
出
資
決
定

の
と
き

支
出
決
定
の
と
き

支
払
期
日
又
は
支
出

決
定
の
と
き

貸
付
決
定
の
と
き

支
出
し
よ
う
と
す
る

額 支
出
し
よ
う
と
す
る

額 支
出
し
よ
う
と
す
る

額 積
立
し
よ
う
と
す
る

額 投
資
又
は
出
資
を
要

す
る
額

支
出
し
よ
う
と
す
る

額 支
出
し
よ
う
と
す
る

額 貸
付
を
要
す
る
額

計
算
書

納
入
通
知
書

申
請
書

計
算
書

申
請
書
、
申
込
書

計
算
書

承
諾
書
、
計
算
書
、
和
解
書
、

判
定
書
謄
本

申
請
書
、
契
約
書
、
確
約
書



別
表
第
二
（
第
百
八
条
関
係
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歳
入
歳
出
外
現
金
等
区
分
表

四

そ
の
他

三

差
押
現
金

二

保
証
金

一

税
金
及
び
掛
金

科
目

広
域
連
合
長
が
指
定
す
る
現
金
及
び
有
価
証
券

一

給
与
等
債
権
差
押
現
金

二

そ
の
他

一

入
札
保
証
金
（
入
札
保
証
金
に
代
わ
る
有
価
証
券
を
含
む
。
）

二

契
約
保
証
金
（
契
約
保
証
金
に
代
わ
る
有
価
証
券
を
含
む
。
）

三

担
保
金
（
担
保
金
に
代
わ
る
有
価
証
券
を
含
む
。
）

四

そ
の
他
の
保
証
金
（
保
証
金
に
代
わ
る
有
価
証
券
を
含
む
。
）

一

源
泉
所
得
税

二

市
町
村
民
税

三

市
町
村
職
員
共
済
組
合
個
人
掛
金

四

社
会
保
険
料
個
人
掛
金

五

そ
の
他

項
目



別
表
第
三
（
第
百
十
六
条
関
係
）

番
号

分
類

十
六

十
五

十
四

十
三

十
二

十
一

十 九 八 七 六 五 四 三 二 一
番
号

家
庭
機
器
類

通
信
用
機
器
類

視
聴
覚
機
器
類

車
両
類

黒
板
類

図
書
類

ち
ゅ

う
房
用
具
類

暖
冷
房
用
器
具
類

調
度
品
類

事
務
用
文
具
類

事
務
用
機
械
類

印
章
類

箱
、
台
類

戸
棚
類

椅
子
類

机
類

備
品

Ａ

細
分
類

番
号

分
類

十
四

十
三

十
二

十
一

十 九 八 七 六 五 四 三 二 一
番
号

雑
品
類

装
飾
、
被
服
及
び
寝
具
類

機
械
器
具
付
属
部
部
品
類

ち
ゅ

う
房
用
品
類

薬
品
類

医
療
用
雑
品
類

衛
生
用
雑
品
類

燃
料
油
類

写
真
用
雑
品
類

電
気
用
雑
費
類

文
房
印
刷
製
本
用
品
類

証
紙
類

印
刷
物
類

用
紙
帳
簿
類

細
分
類

Ｂ

消
耗
品




